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平成18年第４回太子町議会定例会（第404回町議会）会議録（第３日） 

平成18年９月８日 

午 前 10 時 開議 

 

議  事  日  程 

１ 議案第62号 平成18年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第２号） 

２ 議案第63号 平成18年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

３ 議案第64号 平成18年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

４ 議案第65号 平成18年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

５ 議案第66号 太子町税条例の一部を改正する条例の制定について 

６ 議案第67号 太子町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

７ 議案第68号 太子町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

８ 議案第69号 太子町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

９ 議案第70号 太子町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

10 代表質問 

11 認定第２号 平成17年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

12 認定第３号 平成17年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

13 認定第４号 平成17年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

14 認定第５号 平成17年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

15 認定第６号 平成17年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

16 認定第７号 平成17年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

17 認定第８号 平成17年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

18 認定第９号 平成17年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

本日の会議に付した事件 

１ 議案第62号 平成18年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第２号） 

２ 議案第63号 平成18年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

３ 議案第64号 平成18年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

４ 議案第65号 平成18年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

５ 議案第66号 太子町税条例の一部を改正する条例の制定について 

６ 議案第67号 太子町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

７ 議案第68号 太子町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

８ 議案第69号 太子町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

９ 議案第70号 太子町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

10 代表質問 

11 認定第２号 平成17年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決算の認定について 

12 認定第３号 平成17年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

13 認定第４号 平成17年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

14 認定第５号 平成17年度兵庫県太子町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

15 認定第６号 平成17年度兵庫県太子町墓園事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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16 認定第７号 平成17年度兵庫県太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

17 認定第８号 平成17年度兵庫県太子町前処理場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

18 認定第９号 平成17年度兵庫県太子町水道事業会計決算の認定について 

        （総括質疑） 

会議に出席した議員       

  １番   上 山 隆 弘         ２番   服 部 千 秋 

  ３番   長谷川 原 司         ４番   井 村 淳 子 

  ５番   中 井 政 喜         ７番   橋 本 恭 子 

  ９番   横 田 六 郎        １０番   井 川 弘 美 

 １１番   花 畑 奈知子        １２番   佐 野 芳 彦 

 １３番   首 藤   亨        １４番   村 田 興 亞 

 １５番   橘   幸 孝        １６番   桜 井 公 晴 

 １７番   北 川 嘉 明        １８番   熊 谷 直 行 

会議に欠席した議員 

  ８番   寺 本 明 男 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  木 村 和 義 

 書     記  藤 井 仁 美 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     助     役  八 幡 儀 則 

 収  入  役  山 本 国 男     教  育  長  圓 尾 哲 一 

 総 務 部 長  佐々木 正 人     生活福祉部長  丸 尾   満 

 経済建設部長  冨 岡 慎 一     教 育 次 長  塚 原 二 良 

 財 政 課 長  香 田 大 然     監 査 委 員  改 發 一 郎 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       

   （開議 午前10時00分） 

○議長（熊谷直行） 平成18年第４回太子町

議会定例会第３日目におそろいでご出席いた

だき、ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成18年第

４回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第６２号 平成１８年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第２号） 

○議長（熊谷直行） 日程第１、議案第62号

平成18年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第２号）を議題とします。 

 本案については、９月１日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ９番横田六郎議員。 

○横田六郎議員 ２つほどちょっとお尋ねし

たいんですけども、都市計画法の８ページ、

節の補償補填の部分で原国道取合３号線地先

補償費、この問題については何となしに薄々

というか、記憶にあるんですけれども、一応

の説明がありましたけれども、今日まで難し

い問題だったんだろうとは大体察しますが、

どういう経緯というんですかね、どういう手

順でこういう今日まで30年余りですかな、解

決に時間がかかったということになるんです

が、大方の説明がありましたけども、それと
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金額の積算の仕組みですね、その説明をお願

いしたいと思います。 

 それと、この問題は多分、町の責任という

認識のもとでこういうことが行われよんだろ

う思うんですが、これとちょっと意味が違い

ますけれども、太子苑に地図混乱という問題

があって、今いろいろ話題になっとるんです

が、全くこれと同じとは言いませんが、町道

が当然あそこに絡んでおりますから、町も将

来的にこれと同じような仕組みで、仕組みで

すよ、仕組みで解決していこうというような

お考えがあるんか、また、今回の地図混乱に

ついての町側の解決のための努力姿勢という

んですかね、そういうところもお尋ねしたい

と思います。 

 それともう一点、次のページで、消防費の

事務委託料の減額があるんですけれども、実

は負担金の減るのはありがたいといいます

か、これは自動的に減る仕組みになっており

ます。こういう場合には減る仕組みになって

おりますからこれでいいんですが、実は、せ

んだって地元で防災訓練がありまして、指導

者として、たつの市消防署の服を着た、制服

ですね、作業服を来た方がお見えになって指

導はしてくれたんですけれども、元の揖南消

防の職員ではございませんでした。それで、

いろいろ１時間ぐらいでしたかな、話を、あ

りましたけれども、あれ、この人が消防の職

員かいなという感じの職員だったんです。私

も経験がありますから、顔を見たことない人

でしたわ。 

 金額の減るのはいいんですけど、どうも教

育というんかね、揖南消防の職員の教育はも

っと上だったと思たんですけどな。今回お見

えになった方は多分もともとの龍野市の消防

本部の方だったんだろうと思います。金額は

減るのはええんやけども、質と言いますか

な、どうも太子町は甘う見られとん違うんか

いなという気がしたんです。せっかく揖南消

防の職員もまだこっちにおるんやからね、揖

南消防の職員の方が、余り言いたくないです

けども、はるかに優秀だったと思いますよ。 

 そこで、今何遍も言いますけども、金額の

減んのはいいんやけども、質が低下してもう

たら困るという思いがあるんで、その辺のと

こ、お尋ねいたします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは、私

の方から補正の件でお答えいたします。 

 原国道取合３号線の補償費でございますけ

ども、これにつきましてはいろいろと聞き取

り等もいたしまして、このどういうんです

か、この補償費を支払う方が、当時自分の土

地を提供しましたのは昭和50年ごろというこ

とになっております。それから、今回補償す

る費用につきましての原因ができましたのが

昭和63年にこういう事実が起こっておりま

す。内容としますのは、要は、この方の土地

の中央に、中央というんですか、中に里道が

走っておりました。これを用途廃止しまして

地番設定してこの方にお渡しするということ

が当時にできていたものでございます。それ

を現実的にはこのことが、こういう用途廃止

してこの方に所有権が移っております。この

手続に対しての補償でございまして、要は、

土地家屋調査士に支払った金額、それと国か

ら払い下げを受けたときの費用を合算しまし

た分がこのちょうど434万2,000円。これにつ

きまして当時のこの方が所有されてます領収

書が残っておりました。これに基づきまし

て、これと同等の金額を補償するといったこ

とでございます。 

 それと、太子苑の件ですけども、太子苑の

町道絡みの件ですけども、これにつきまして

も周りの地権者といいますか、所有者が確定

され、かつ境界について同意されれば同様な

考え方で対応ができるんではないかというふ

うには考えます。しかしながら、周りの地権

者が確定できず、また、同意が得られないよ

うであれば、やはりいつまでも解決しにくい

といったふうに考えられます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 防災訓練に際
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しての横田議員さんからのご指摘を今受けま

したんですが、私も住民の方からそういった

声をこれまで聞いたことはございません。 

 そういう感じで受けとめられるということ

でございますので、当然揖南であろうが、た

つのであろうが、当然質の向上というのは逐

一職員、それの向上を目指しておるわけでご

ざいますので、そういったご意見があったと

いうことで私は受けとめたいというふうに思

います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 横田議員。 

○横田六郎議員 再度の質問というわけじゃ

ないんですけれども、補償費の件の部分で支

払い先は地権者ですか、それともお一人難し

い方がおられたんやけども、お名前ちょっと

分からんのですが、どちらに支払うというこ

とになるんでしょうか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） これの支払い

先は、当然その領収書に記載されている方に

支払う必要があるんじゃないかというふうに

考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 13番首藤亨議員。 

○首藤 亨議員 現在の８ページ、ふるさと

文化いきいき教室事業委託料の追加ですが、

これは収入が24万5,000円入って、それに対

応した支出だと思うんですが、この時期に入

ってから追加になったからこういう事業をし

てくださいと、どこの小学校がやってる事業

か分かりませんけども、講師なんかにどのよ

うに、急にこんなん増やすというのは大変だ

と思うんですが、どこの小学校でどういう、

具体的には追加部分をどういうふうにされよ

うとしているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（熊谷直行） ９ページですね。 

○首藤 亨議員 それから、先ほどお話のあ

った、いわゆる旧の飲食業だった、今は変わ

ってますけども、国道２号線沿いの土地の問

題ですが、これはこれで私はいいと思うんで

すが、同じような事例が山田の、山田ってい

うか、原の上ノ池の水路のつけかえをやった

ときに同じ担当で、実はこれは私も少し当時

同じ課にいましたから、そんなやり方したら

あかんがいと言ったものの残務整理なんです

が、土地交換のつけかえ申請をようしなかっ

たために、いわゆる買収だけ町有にして、国

有地の払い下げ業務が分からんかったという

のが原因なんですわ。 

 それで、第三者に売るためにどうしてもこ

の土地を自分の土地にしなければならんと、

もう仮契約結んでおられましたから、という

ツケが今解決したんだと思うんですが、これ

だけの金額を、まあ利子分が入っとうからも

う少し少ないんですけど、立てかえたと、こ

の分に見合うまで税はわしは払わんとおっし

ゃっとったんですけども、総務部長、この方

から滞納分の税は入りましたか。 

 それから、上ノ池の北の方にある山田の土

地について、同じ担当ですから同じような処

理をしたわけですが、処理が済んでおります

か。この２点ほどお尋ねします。３点です

か。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） まず、私の方から

ふるさと文化いきいき教室の追加事業でござ

いますけども、これにつきましては、県の方

より補助の拡大ということで何とかやってほ

しいというようなことがございましてやるわ

けでございます。当初は斑鳩小学校だけを考

えておったわけでございますけども、追加で

太田小学校と石海小学校、これを追加で事業

をやります。 

 内容につきましては、これは各小学校へ委

託をいたしまして行う事業でございますの

で、内容的には私どもの方はまだ聞いており

ません。そういう事業でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 税の方の関係で

ございますが、ちょっとそこら辺までは確認

はしておりません。ただ、最近収税管理室の

方へ来られて話をしたということは聞いてお
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ります。 

 それと、上ノ池のつけかえの件につきまし

ては、私は分かりません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（首藤亨議員「議長、まだ答えてな

い。手あげよ」の声あり） 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 先ほどお話が

ありました上ノ池の件につきましては、私も

聞いておりません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 首藤議員。 

○首藤 亨議員 上ノ池の水路のつけかえも

同じく、つけかえ分は町有地にして、いわゆ

る旧水路敷をいわゆるもとの田んぼに編入し

た部分について、これややこしい計算なんで

すけども、まだだと私は記憶しておるんです

けど、一度そのまま放っておくということに

なると、調整地域ですし、ああいう地域です

から、国道２号線沿いのように土地が動くと

いうことは少ないですけども、後々担当の総

務部長や前建設担当ですが、後々おたくらの

ように分からんということになってトラブル

のもとになると思うんで、分からんかったら

また説明をいたしますので、十分調査をし

て、恐らく未登記だと思うんですよ。解決を

しておいてほしいと思います。 

 それから税の問題、ぜひとも確認しておい

てもらわんと、これに相当する税の滞納だと

私は記憶しとんです。沖代線の解決で即税が

入ったように、金を払うと同時に滞納分の税

金をしゃっともらうような体制でないと、ち

ょっと払う方だけ払うて、税の滞納分は別の

問題といえば別の問題ですけど、これが主原

因ですからね、よろしくお願いをしたいと思

います。 

 それから、小学校の関係は太田と石海だそ

うですけども、把握しとらんというたらちょ

っとおかしいんじゃないですか。この事業に

関連したもので斑鳩がどういうふうなことを

しているのか、石海、太田がどういう計画を

しているのか、教育長はご存じなんでしょ

う。いかがですか。金だけ渡して委託しとう

さかい、内容は知りませんて、こんなあいま

いな委託はないでしょう。 

○議長（熊谷直行） 最初の２問は答弁は要

らないね。 

（首藤亨議員「税だけ……」の声あ

り） 

 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 税の方について

は確認させていただきます。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 事業の内容につき

ましては、まだ私どもの方へは報告は上がっ

ておりません。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ４番井村議員。 

○井村淳子議員 ９ページの社会教育費の中

の太田学童保育園のプレハブ設置工事の追加

ですけれども、これ若干説明があったんです

けれども、18年の予算書の方にも２教室つく

るいうことで説明があり、今回かなりの金額

でのプレハブ設置工事の追加ですけども、再

度中身の詳しい説明と、これを追加するに至

った経緯、それとあわせて、斑鳩学童保育園

の改造工事のことについても説明をお願いい

たします。２点お願いいたします。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 太田学童保育園の

プレハブでございますけども、当初は、当初

予算のときにはプレハブを中古プレハブのユ

ニットをまずそれで行こうという考えでおっ

たようでございます。実際には中古プレハ

ブ、どの程度とかいろいろな程度もんもござ

いますので、実際にはそういうことは無理だ

ろうということで、新しくプレハブを新築を

するということでございます。 

 それにあわせまして障害者の、きょうびの

ことでございますので障害者の対策、そうい
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うスロープとか手すりとか、そういう当初は

組んでおりませんでしたのでそういうもん、

また空調関係、それと安全防護柵、いわゆる

フェンス等も必要だろうということで418万

7,000円の追加をいたしておるところでござ

います。 

 もう一点目の斑鳩学童保育、これにつきま

しては、現在、ご存じのように斑鳩小学校の

改築をいたしております。ですから、今現在

はプレハブで学童の方を入ってると。できま

した関係上、プレハブを撤去しますので普通

教室に戻っていくというような格好になりま

すので、その普通教室を改造していくと、学

童用に改造する費用ということでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ４番井村議員。 

○井村淳子議員 太田学童保育園の方は障害

者対応いうことでスロープとか手すりをつけ

られるということですけども、そしたら、ト

イレの方も障害者対応を用意されるいうこと

で理解させてもらっていいんでしょうか。 

 それと、今障害者の方を学童保育の方で見

られている状況とか、また太田の方でそうい

う要望があったのかどうか、そこもお聞きし

たいと思います。 

○議長（熊谷直行） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） トイレの方も障害

者対応ということで障害者いうこと、今現在

は障害者の方ございませんけども、作るんで

あれば障害者対策もやっていこうということ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ７番橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 歳出のところで７ページ、

民生費のところで目の５障害者福祉、節の扶

助費で知的障害者施設訓練等支援費減額とい

うことになっておりますが、助役からちょっ

と説明があったかと思いますが、それについ

てもう少し詳しく。 

 10月の改正で利用者が減であったというよ

うな説明があったと思いますが、それについ

て詳細をお願いします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 補正額がこの

項目に関しましては2,700万円の減というこ

とで大きな減を見ております。これも詳細説

明の中でも触れましたが、人数の減とあわせ

て単価が改正になっております。人数の減と

申しますと、転出による、それから死亡によ

るものといったことで３名が減となっており

ます。単価を見ましても、大きな単価でござ

いますので、その３名の方の分につきまして

はこういった大きな金額になってくるという

ことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ７番橋本議員。 

○橋本恭子議員 ということは、私の考える

には、その３名の減であったがために単価

も、知的障害者施設の訓練等に係わる支援費

といいますと単価は１人当たりどれくらい

で、人によって違うんでしょうか、それにつ

いて詳細お願いします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 単価を申しま

すと、入所更正、通所更正、それぞれ額が違

うんですが、予算をはじく上で当初、入所更

正を例にしますと単価25万6,000円で見てお

りましたんですが、それが変わりまして22万

4,500円余りということでございますから、

これだけ見ましても３万円余りの単価が変わ

っておるということでございます。通所にい

たしましても当初予算では16万2,900円を見

込んでおりましたんですが、改正によりまし

て13万6,000円余りということでございまし

て、これも大体２万6,000円余り減というこ

とになってまいります。大体それで掛け合わ

せますと入所更正に至りましては大体

1,700万円ぐらいになるんじゃないかなと思

いますし、まあ人数減が１人減でございます

ので、それから、通所更正にしましては２人

減でなっておりますので、単価から今の差額
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の計算をしていただきますと大体1,100万円

見当になってくるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 最初に、町税の個人町民税

の3,957万9,000円の追加なんですが、ちゃん

とこういうことはきちっと説明をいただきた

いと思うんですけれども、所得それから納税

義務者課税標準等の伸びということでは説明

がありますが、所得でどう、それから納税義

務者の方はどうというふうに具体に説明いた

だいて、今後のことも含めてですが、一応決

定したからこういうことになっとるんだと思

いますけど、その説明を求めます。 

 それから、固定資産税も4,883万1,000円の

追加なんですが、土地償却資産、当初から増

えましたと、増えたから増えとんやけど、そ

の内容を説明をするのが当然だと思います

が、いかがか。 

 それから、路線バスのＩＣカードシステム

導入事業補助ちゅうことで13万8,000円を計

上、追加計上してるんですが、本町の路線の

距離を基礎とするということになっているん

です、そういう説明なんですけども、ちなみ

に、各自治体の負担というのは神姫バスに対

してどういう形になっておるのか、あわせて

説明を求めます。 

 それから、先ほど来問題になっております

生活道路整備事業費の補償費についてなんで

すが、これはもう前々から、先ほどもありま

すように、前から問題になっているところで

ありますし、これが解決したと言っても実際

上、この支払いが妥当かなあというのは先ほ

どの質問でもありますが、領収書の記載名者

に払うんだというようなことなんですが、こ

のようなことがこれまでに、先ほども上ノ池

のこともありましたけど、古くはそこの太子

山のところの道路、古くはね、これどないな

ったんかさっぱり分からん。だれが知っとっ

てんか分からんけども、大変なことやっと

る。 

 それから、太田小学校前の校門前ですわ、

これももう妙なことになった。それから、ま

だそれより新しいのが原の、原池の大池のう

てみのところの床板かけて業者のところへ入

るとこがありますわな、何ちゅう業者か今す

ぐに思い出さんけど、うてみから原勝原線に

沿って西へ行ったとこですわ。 

 そういうものが、そのときにもそんな覚書

なり契約なりというものがきちっとあって、

そして、それが支払い根拠になると、違いま

すかね。そういうものがあって根拠にならな

いといけないものが今になってこういう形で

解決をしました。それで、税の問題も沖代線

問題で何回かここも苦慮したというのがアグ

ロの前のところでありました。 

 だから、後になってこういうことを言って

きてもほとんどの担当者が分からへん。だか

ら、しょうがないから払うんやと。そら、し

ょうがないから払うでは済まされん問題があ

るんと違いますかね、税金ですから。その辺

ははっきりさせとかなあかん。覚書なり何な

りなければ、それはやってはいけないことだ

と思うんですがね。どういう経緯でというた

って、その当時おった者がおらなんだらどう

もならんでしょう。事情も分からん。書いた

ものがきちっと庁内にあって、そしてそれが

毎年次申し送られて、未解決の問題として担

当者が申し送りを受けて、そして担当が交代

したときにちゃんと相手とこういう経過があ

るけどどうなんですかという、もう生きたも

のとして継承されておらなんだらおかしいん

ですよ。違いますか。 

 公金をそういうふうにやられること自体が

私は納得がいかない問題だと思うんですが、

先ほど言ったような事例等も含めて、たまた

まね原池のところは妙な覚書が出てきて、そ

んなものは我々知らなかった。長いこと議員

やってきて、そのときの議員やってたのも相

当おりましたけれども、そういうことをだれ

も言わなかった。しかし、それもいきなり出

てきたんやけども、そういう経過があるとい
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うことで支払ってるんですよ、それは。だけ

ど、これは何ら根拠的なものがはっきりしな

いまま支払うということだから問題だと思う

んですが、その点、はっきりとさせていただ

きたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、町民税の

個人町民税の関係でございますが、3,957万

9,000円という追加でございますが、これに

つきましては定率減税の半減や老齢者控除の

廃止等の税制改正に伴いまして対象納税者の

課税所得額が増加ということでありまして、

まず、均等割納税義務者につきましては当初

見込みより383名の増、それと所得割につき

ましては当初よりも883名の増ということ

で、均等割の方が金額にいたしまして114万

9,000円ですか、それと所得割につきまして

は3,843万円ということでございます。 

 それと、固定資産の方につきましては18年

度の評価替に伴う土地に係る税負担の調整と

いうことで、17年度以前につきましては前年

度課税標準額に負担調整率をかけておりまし

たが、18年度からは当該評価額の５％を乗じ

るということの制度改正によりまして増加し

ております。 

 それと、ＩＣカードの各自治体の負担とい

うことでございますが、この経費といたしま

して全体で２億2,053万4,000円という金額で

ございまして、そのうち国、県負担しまし

て、残り10％を各市町で負担するということ

でございます。 

 太子町におきましては、全路線の走行距離

５万7,432に対しまして360ということで13万

8,000円ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 先ほどのご質

問の補償補填の問題でございますけども、こ

れにつきましては引き継ぎがあったかどうか

いうのはちょっと今のところ調べておりませ

んので分かりませんけども、これにつきまし

ては、私も話は過去には聞いたことがござい

ます。というのは、担当ではなしに聞いてい

たような状況でございまして、詳しい中身は

知ってないところでございました。今回担当

者がいろいろ聞き取りといいますか、しまし

て調査した結果、また、その領収書等が保存

されておりましたので、それに基づき支払い

させていただくといったことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第６３号 平成１８年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（熊谷直行） 日程第２、議案第63号

平成18年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については９月１日の本会議で既に提

案理由の説明が終わっていますので、これか

ら質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ４番井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ４ページの出産育児一時金

の追加のことですけども、これは10月の１日

から30万円から35万円になるという説明があ

りましたが、この支払い方法についてですけ

れども、太子町においては現在出産後に申請

して受け取る、また貸付制度とがあります

が、厚生労働省より改善策いうことでこの支

払い方法について、保険者から医療機関に分

娩費を支払いする方法に改めていきたいとい

うふうな見解が出されておりましたが、太子

町としてはこの10月以降、どういうお考えで

されるのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 支払いにつき

ましては、今のところ従前のとおりでござい

ます。 

 以上でございます。 
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○議長（熊谷直行） ほかに質疑ありません

か。 

 12番佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 同じく４ページなんです

が、共同事業拠出金の中で保険財政共同安定

化事業拠出金ということが、確か説明では新

規創設事業、新規創設というふうに説明があ

ったと思うんですが、2006年10月１日という

のを私はちょっとメモしてるのが、それに間

違いないかどうか。 

 それから、その中のその文字を見れば大体

想像はつくんですけども、事業内容を具体的

に説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保険財政共同

安定化事業の実施時期でございますが、間違

いなく18年10月でございます。 

 その内容でございますが、これまでも高額

医療費の共同事業がございまして、改正前は

70万円という線がありました。この４月から

80万円になっておりますが、この保険財政共

同安定化事業につきましては30万円というの

がラインになっておりまして、30万円以上と

80万円以上と、２階建的な再保険構成という

機構をお考えいただいたらと思うんです。 

 今申しましたように、被保険者の方から申

しますとこういった30万円というラインで、

保険者としましては非常に危険分散というの

が、昨年度では70万円のラインがぐっと下が

ってまいりますので非常に財政の安定化に寄

与されるものというふうに思います。 

○議長（熊谷直行） 12番佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 監査委員の意見書、これち

ょっとこれからずれるかも分かりませんけど

も、監査委員の意見書の３ページの国保会計

の中で不納欠損額が1,139万円、それから収

入未済額が１億9,699万円というふうにある

わけですけども、こういうふうに共同安定化

事業ということで、財政ですから同じ財政に

絡みますんで、その中で監査委員の方も会計

のあり方を抜本的に見直すべき状況にあると

いうふうに指摘をしているんですが、この国

保の中でのこの会計状況については監査委員

の指摘に対する当局の見解はいかがなもんで

しょう。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 医療費の財政

的構成ということは非常に以前より重要な問

題でございまして、特に国民健康保険につき

ましては本町、保険者でございます。その財

政運営というのは非常に重要でございます。 

 基本的にはその財政の構成というのは定ま

っておるわけでございます。ただ、医療費の

支給が多いと、年々増加をするということ

で、その都度、保険税の見直しをすればいい

わけなんですが、構造的にはいいわけなんで

すが、なかなかそれがこれまでもきちっとシ

ーソーの収支をバランスとるごとくできてい

ない部分がございましたので、年々一つの課

題として我々は突きつけられておったという

ことでございます。 

 各保険者につきましても同様の傾向でござ

いまして、医療費の高騰を抑制をすると、そ

れから、それにあわせて持続可能な制度にす

るということでの抜本的な改革が医療、介護

を含めましてやられておるわけで、その一つ

でこういった安定化事業等も導入をされてき

ております。 

 監査委員さんのご意見にもありますよう

に、常に財政収支バランスというのは常に見

ておかなければならないというふうに私ども

も理解しておりますし、そのように注視をし

ております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これ、先ほどの質疑と同じ

ことなんですが、収支同額を拠出をし交付を

受けるというような基本的なことになり、国

保の県単位での運営に向かって一つの地なら

しをするということがあると思うんですけれ

ども、この平準化っていうことによって、そ

の平準化の意味ですね、基本的に言えば、町
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の国保会計としては本来的にどうなのかとい

うのが問われると思うんですけども、より一

層住民の声が、こういうことになりますとこ

の部分についてのこと、それから、県で運営

しますと住民の声が届かなくなりますし、こ

の平準化によって、まあ私は地ならしだと考

えておるんですけども、この平準化によって

ですね、今後国保に、実際上の平準化という

名で本町国保にとってどういうふうになって

くるか、安定的にというものの、平準化とい

うのは意味がある言葉だと思うんですね。そ

ういう点でひとつ説明を求めておきたいと思

います。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 適切な答えに

なるかどうかは分かりませんが、やはり高額

医療的な部分の共同事業といいますと、リス

クの分散という面、それの裏側には財政的な

平準化ということが参ってまいります。やは

り大きな単価がありますと、やっぱりその変

動をダイレクトに受けとめるんではなしに、

やはり長くですね、なだらかに持っていくと

いうのが構造的にも考えなければならない

し、当然こういった形になってこようかと思

います。 

 本町の国保の財政におきましても、当然再

保険的な細分でございますので、非常に従前

と比べれば効果があるというふうに考えてお

ります。 

○議長（熊谷直行） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 結局同額の負担と交付とい

う意味合いでですね、私は言うとんですよ。

規模が大きいんですからね。それは過去のい

わゆる説明は対象の半分という、これもうち

ょっと詳しく説明を求めたいんですけども、

２カ年の合算とかいうことで説明しましたで

しょう。だから、それが公正に行われて、財

政運営上も負担が少なくて済むということ

で、対象の半分のというので少し内容説明を

あわせて再度求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この算式のこ

とかと思うんですが、これも平たく申します

と、大体このぐらいが要るという目安をつけ

るためにこれまでの実績値でもって一定の算

式ではじいております。 

 ですから、今回上程をいたしております額

におきましても、その算式に基づいたもので

ございまして、歳入歳出同額を計上しておる

わけですが、実際これが始まりますと当然交

付金と拠出金の間に差が出てまいります。そ

の差をなるだけ少なくという意味での算式で

ございます。実績値でもっての算式でござい

ますので、当然差異が大きければ、当然県か

らの調整的な部分が入ってこようかと思いま

す。今のところ３％という数字を聞いておる

んですが、それを超えるようなことであれば

調整額が入ってくるというふうに聞いており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第６４号 平成１８年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第２号） 

○議長（熊谷直行） 日程第３、議案第64号

平成18年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、９月１日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この介護保険会計の補正２

号なんですけども、いわゆる負担金補助及び

交付金の介護サービス費から、予防サービス

から介護サービスへという移行部分がありま

すが、今回の制度改正で介護度によりまして

介護保険制度が利用しにくくなる、したくて

も利用しにくくなると、はじき出されるよう
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なことがあってはならないと私は思うんで

す。この制度改正と今会計との関連もあるわ

ですけれども、動向と対策について説明を求

めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） この制度が利

用しにくくなっておるというご指摘だったか

と思うんですが、動向といたしましては、予

防ですね、支援に係る予防の部分の方は増え

ております。従いまして、利用しにくいとい

う面につきましては、ちょっと私今、桜井議

員さんからのご指摘、ちょっとぴんとこない

んですが、実際言われておりますのは、巷間

言われておりますのは、その負担等でのこと

は言われておるんですけども、実際のとこ

ろ、今、日々の状況を見てみますと、予防の

部分が増えておるなあというふうにとってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今回組み替えと同じような

形で介護サービス費が増えて予防サービスが

減ってる。介護サービスについても今回の制

度改正によって負担のことを含めて考えると

いう人がおられるんです、現実にね。利用料

の問題も含めてですよ。 

 今も説明がありますように、これらで制度

改正によってはじき出されるようなことがあ

ってはならないし、予防サービスも実質的に

は予防の給付が減りますと、なぜ減るかいう

ことになってくるんですよね、こういう予算

上の措置が丸々在宅介護サービスに移ったり

するわけですから。予防上のことがこういう

ふうになってくること、それから、サービス

給付が増えますと当然利用者の負担も重なっ

てくるからのお話をしよんですけど、いかが

ですか。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今の桜井議員

さんのご指摘は予防から介護の方へ補正額も

移っておるというご指摘であったんですが、

この増と減につきましては、当然法の改正が

この４月にございました。当初予算を編成す

る段階におきましては、当然法の附則に基づ

いて我々は介護サービス費の方へ計上すべき

ではないかということを思っておったんです

けども、県の俗に言います助言がございまし

て、予算計上については予防の方で計上して

おくようにということがございました。それ

が今回法制でもって正規の方に移すというこ

とでございますので、予防サービス費を削っ

て云々という今のご指摘とはちょっと意味合

いが違います。予算の計上の方法において当

初予算では一応予防の方に置くということで

ございましたんですが、やはり法附則に書い

てありますとおり、介護サービス費の方に置

くということが正解ということでございます

ので、今お聞きしますと、若干こう、サービ

スを削って云々というニュアンスに私聞こえ

ましたもんですから、今回の補正につきまし

てはそういう意味でございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第６５号 平成１８年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計補正予算（第２号） 

○議長（熊谷直行） 日程第４、議案第65号

平成18年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、９月１日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ７番橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 歳出で５ページなんです

が、下水道費の１一般管理費、節の部分で償

還金利子及び割引料と書いてありまして

188万3,000円ですが、これ大口利用者の漏水

のためということで、認定による過年度分一
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般汚水下水道使用料還付金になっております

が、許せる範囲、どこがどうであったか、会

社名というんでしょうか、事業者名をお知ら

せください。 

 それと、２番目の公共下水道事業費の工事

費請負に関しまして9,294万円、これについ

て助役よりちょっと説明がありましたが、そ

れについても３点お願いします。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ご質問１問目

の償還金利子及び割引料の補正の件でござい

ますけども、これにつきましては、水道の方

につきましては地下で水が漏れた場合、まあ

敷地内ですね、敷地内で水が漏れた場合は、

やはり自己責任も幾らかあるということで個

人、その方が２分の１負担するといった規定

がございます。 

 そういった中で、下水の方につきましては

基本的には下水道管には流れないといったこ

とから、全額還付するといったことでなっと

ります。 

 この金額につきましては、はっきり言いま

したら太子病院さんの敷地内で太い管が漏れ

ていたといったことから大量の使用料をいた

だいていたということになっておりまして、

それに伴います還付ということになっており

ます。 

 それと、工事請負費の件でございますけど

も、下水道工事跡舗装復旧工事につきまして

は当初予定しておりました、想定しておりま

した面積よりかなり増えております。そうい

った都合で補正追加をさせていただいており

ます。 

 それと、また公共ます設置工事費追加の件

でございますけども、これにつきましては新

規の取り出しとかそういう件もございます

し、面整備工事のときにキャップ止めといい

まして公共ますが設置できない状況のところ

につきましては、敷地内までパイプだけを入

れております。それの接続のときにはそのま

すの設置費を当然面整備工事のときには町が

負担するものですから、それについて町が工

事費を支払っております。その件数が想定し

たより増えてきたといったことから追加とい

うことになっております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ３つ目の雨水。 

○経済建設部長（冨岡慎一） すいません。

東南の雨水の件ですけども、これにつきまし

ては４月ごろだったと思うんですけども、ゲ

ート、雨水幹線のゲートが壊れ、結局操作が

不自由になってきておったということでござ

いまして、やはり田植え等の問題がございま

すので、緊急に対応したといったことでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑ありません

か。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この工事請負費の関係で工

事跡舗装復旧、先ほどもありますが、面積増

ということもなんですけども、実際にどれだ

けのものが増えたのか。それで、この補正で

すべて工事跡は復旧することになるんでした

かね。あと残るのがどれだけかということを

含めてですね、説明を求めます。 

 次に、公共ますの件も、一応私の耳に、こ

ないだの説明では1,000万円とか聞いたんで

すが、1,000万円というのは大きなけたです

し、新規の取り出し、あるいは先ほども説明

がありますキャップ止めの箇所とかが実際

上、当初よりも増えたと言いますけれども、

どうなってんのか。それから、キャップ止め

をした場合に、供用のための手続きがすぐ期

待できるところでこういうことをやってんの

かどうかを含めて説明を求めます。 

 それから、雨水１・２号幹線ゲートの問題

では、当該常任委員会でも問題になったよう

でありますけれども、これの実質管理という

面でいえば、雨水は一般水路でありますが、

雨水幹線として整備をする。そしたら施設、

いわゆる堰とかの施設、あるいは転落防止の

柵、すべて日常ふだんに管理されておらなけ

ればならないということになるわけですが、
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それらの管理は、いわゆる取水とか排水とか

いう点でいえば、当然受益者の方がやると思

うんですけども、施設の管理という点では実

質的に町が負わなきゃならないことになりま

すわね、町の施設ですから。そういう点でい

えば、管理がどうだったかによって予算が、

多分当初予算なかったと、予算がないまま予

算先議の原則に反して事業を行うというのは

どういうことかということになりますし、議

会を実際に軽んじると、議決を軽んじるとい

うことにもつながる。そういう問題でありま

すけれども、その点どう考えとんのか、あわ

せて説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） まず、下水道

工事跡の舗装面積でございますけども、当初

想定しておりました面積より約１万平米、現

実に積算いうんですか、再度図面等で拾い上

げておりますと１万平米ほど増えておりま

す。そういったことから追加補正をお願いし

ているところでございます。 

 それと、今回今年度において舗装復旧とい

いますか、下水道工事跡の舗装復旧は全部済

むのかというご質問でございますが、これに

つきましては下水道工事跡を現在最終年にな

りますんで、下水の工事跡の復旧につきまし

てはすべて完了ということを考えておりま

す。 

 それと、キャップ止めとか、要は公共ます

設置工事費の追加でございますけども、これ

につきましてはキャップ止めの件もございま

すけども、新規の取り出し、これがやはり多

くなってきております。そういった関係で新

規の取り出しの場合は当然道路から掘ります

のでかなり費用が高くつくといったことか

ら、当初考えておりましたより増えてきたと

いったことで今回追加補正をさせていただい

ております。 

 それと、ゲートの件でございますけども、

これにつきましては、基本的には、当時雨水

幹線をつくったときに既存の堰があったとこ

ろに対しましてゲートを補償的な意味で設置

されております。そういった関係から通常の

管理は常に地元の方が行うと。それで、やは

りどうしても操作ができなく、いわゆる故障

が起きて簡単な修理ではできないといったこ

とに対しましては当然町の方で行うと。通常

のメンテいうんですか、油とかふいたりと

か、そういうことにつきましては当然地元の

方の管理ということになってます。 

 それと、今回先行で工事をやったというこ

とに対してのことでございますけども、やは

り緊急の場合、やむを得ない場合にはどうし

てもやらざるを得ないということで、地元の

方からもそういう声が出れば、どうしてもや

はりそれに伴う補償等の問題も発生するかも

しれませんし、ということで先行的にやらせ

ていただいたということでございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先ほどずっと説明してるの

は４月でしょう。４月から５月にかけて取水

時期に支障が分かって地元から要請があった

ということを説明しとんでしょう。ほで、今

９月でしょう。私はそういうことを言いよん

ですよ。やっぱりね、日常ふだんにというの

は町の施設であり管理責任が問われるわけで

すよ、この雨水は、雨水幹線も皆そうですけ

ども、管理責任が問われる。そして、先ほど

も言ってるように通常の開け閉めとかのこと

は受益者がそらやっぱり田を守りする上で開

け閉めはするわけですけども、施設そのもの

については町の施設ということで設置したわ

けですわね。これ町の施設でないと言えない

わけです。だから補修もするいうことになる

わけですね。だから、いわゆる塗装でいわゆ

る腐食防止だとかいろんなことが常に行われ

ていないと、こういう問題が発生するという

ことじゃないですか。それは責任を持って管

理してなかったら事故が発生しても、雨水の

場合の処置は町に責任が伴うということに私

はなると思うんです。 

 施設も老朽化して機能しなくなったら改修

をする責任が伴うてくるということを当初か
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らこれ、いろいろ水路改修という性格ではあ

るけれども、都市下水的な面も含めて雨水幹

線として公共で整備をするというときから始

まってるわけですから、それらのことの整理

は今もついてないんじゃないかなと思うんで

す。それで日常管理と私は言うとんです。 

 いわゆる水路に床板をかけて道路の機能を

させたところも同じです。だから、それらの

ことについてはきちっと町が責任を持って管

理をするいうことが明文化されていくべきだ

と思うんですけど、そういう点と、４月と６

月議会がありましたと、それで今９月議会で

すよと、こういうことを言っとんです。予算

先議の姿勢はどこへ行ったんかということを

伺っております。 

 それから、公共ますの件では、実際新規取

り出しが何ぼ増えてこういうふうに、

1,000万円と聞いたの間違いないですね、

1,000万円と言われたんでしょう。だから、

1,000万円というのはけたも大きいし、私は

聞いとんです、どれだけ増えとんですかと、

新規取り出しが。それで、敷地内のキャップ

止めについてもどういうふうに増えてるんで

すかということを聞いてるんです。 

 それから、舗装面積も何でこういうふうに

１万も増えるいうたら、当初から何でこない

なるんかね。完全復旧、きれいに復旧するん

はよう分かっとんですよ。だけども、当初の

見込みいうのは非常に、いわゆる一般仮復旧

程度で見とったということですか。そういう

ことを聞いとんです。全面復旧しないと、も

う機能しないような道路がいっぱいあるわけ

ですから、全面積を復旧するということにな

って１万ということになったんだと思うんで

すけど、そういう舗装復旧に係る姿勢っちゅ

うのはどこにあるのかいうのは伺ってる根拠

なんですけど、いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ゲートの先ほ

ども説明しましたけど、４月ごろに要望書と

いいますか、そういう問題が出てきておりま

す。それがすぐにやはり対応できないといい

ますか、現状を把握してからそういうメーカ

ーと協議しながら対応していくわけですけど

も、実際工事やった日時はちょっと今のとこ

ろ手許に資料がないんで把握しておりませ

ん。 

 それと、先ほど言われてました管理の問題

でございますけども、これにつきましては一

般的には、やはり通常の管理、日常管理につ

いては地元の方が行うと。それと、特別な故

障等については町がやはり行っていくといっ

たことでこれまで対応しているというふうに

聞いております。 

 それと、公共ますの数の件でございますけ

ども、数の件もちょっと今の手許に資料がな

いんではっきり分かりませんけども、現在で

約1,500万円ほどの工事費を使っておりま

す。そういった面から、まだ４カ月ほどの間

にそのぐらいの費用を出しておりますので、

９月補正でおいて、やはり当初予定していま

したより多くなりそうなので追加させていた

だくといったことでございます。 

 それと、舗装の件ですけども、仮復旧とか

本復旧等の問題ではなしに、当初計算してお

りましたのは下水道管の埋設管の延長という

形で計算をしていたようでございます。です

から、要は下水道管が入らないところ、結局

その両側から追いかけてきて中央が残る場合

がございます。そういったときには、かなり

傷んでおりましたらその部分だけほっておく

ということは非常に難しいんで、その間の道

路を掘らない部分も同じように舗装を同時に

やっていくといったことから、当然面積は実

施にやる場合には増えていくといったことが

ございます。ですから、約１万平米ほど増え

たといったことが理由でございます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、本

日の質疑はこの程度にとどめます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  日程第５ 議案第６６号 太子町税条例 

       の一部を改正する条例の制定 

       について 

○議長（熊谷直行） 日程第５、議案第66号

太子町税条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 本案については、９月１日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 提案理由にもありますよう

に、税収の早期確保等を目的とした納期前納

付報奨金について特別徴収者との不公平感に

より報奨金を廃止すると、これは前々から、

この不公平なものは是正するということの必

要性は言ってるんですけれども、これを次年

度から廃止をするということの中で、実際こ

れまで理由としたような資金の早期確保の現

行総額いうのは何ぼやったかいね。その上

で、資金の計画を立てていくということにな

るわけですけれども、これによって資金運営

上の問題点は心配しないで済むような運営が

できるんですかと。 

 これは借り入れとか何ぼでも運営の方法は

あるわけですけれども、だからいうて、私は

これに反対すると言ってるわけじゃないんで

すが、廃止をすべきだと思うんですけれど

も、そういう資金運営上の問題でどうかとい

うことと、財政運営の工夫を一応当局は考え

ている、当たらないといけないと思うんです

けれども、その工夫について説明を求めま

す。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 現在前納報奨金

に対象とする税としましては、町民税におき

ましては約１億2,000万円、固定資産におき

まして７億円という数字で、トータル８億

2,000万円ほどの前納報奨金に対する税が入

っております。 

 近隣で報奨金を廃止したところによります

と、報奨金の廃止に伴いまして前納しなくな

ったといった割合が約２割から３割というこ

とでございます。そうした試算の中で見まし

たら約１億6,500万円ほどが遅れていくだろ

うということでございます。 

 全体的には会計の方の管轄でございます

が、一借、全額を借りたとしましても利子に

おきまして約60万円、それと納付書が各期に

またがりますので、そういったものが約30万

円という試算をしております。全体的には大

して影響はないだろうということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 いわゆる他の自治体で前納

が、この廃止によって前納しなくなったのが

二、三割。前納のメリットがなくなっても

二、三割は、もともと前納している人はすべ

て前納ということでやっているから報奨金が

あろうがなかろうがその影響は二、三割や

と、太子町もそういうふうに踏んどんです

か。よそであることはここもそういうことに

なるだろうと。１億6,500万円ぐらいが遅れ

るからその分は借り入れても一応一借やって

も大丈夫やということで、後のメリット、デ

メリットいうのは利子の分が60万円と納付書

の分で30万円程度だからというふうに、後に

このことで、次年度これがこのとおりになる

とお思いですか。もっと工夫が要るんじゃな

いかなあと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） あくまで予想で

ございまして、先ほど申しました利子につき

ましても前納報奨金を対象とする納税額すべ

てを一借した場合の額でございます。１億

6,000万円で言いましたら約それの４分の１

ですかいうことで、金額的にはもっと減るだ

ろうと、あくまで予想でございます。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ３番長谷川原司議員。 

○長谷川原司議員 この廃止理由なんですけ

れども、不公平感があるいうことなんで廃止

しますということですけれども、私分からな
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いのは、なぜ固定資産税の報奨金は不公平感

があるんですか。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 前納報奨金は町

民税、固定資産合わせまして同じく報奨金と

いう形にしておりまして、不公平感といいま

すのは、町民税に対する特別徴収者と普通徴

収者との違いということでの不公平感であり

まして、固定資産についてはそういった不公

平感という言い方は適当でないかと思ってお

ります。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第66号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第66号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第６７号 太子町福祉医 

       療費助成条例の一部を改正す 

       る条例の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第６、議案第67号

太子町福祉医療費助成条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、９月１日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今回の条例改正で気になり

ますのは、保険外併用療養ということで、混

合診療によってですね、金のない者っていう

のは診療が差別を受けるような形になり、何

らかの救済措置がまたさらに必要になるんで

はないかと思うんですが、そのことと、それ

から、３条関係の控除額を従来の65万円にす

るっていうことによって対象者が受ける措置

内容について、これの対象となる者が何名存

在するかということになるわけですが、その

説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） １点目の自由

診療の問題でございますが、これにつきまし

ては国の方でもこの改正のときに、それまで

もありましたんですが、やはり非常に議論を

されまして、我々国民の方にも一部伝わって

まいっております。 

 自由診療が認められるに従って差が出てく

るというご意見でございます。それにつきま

しての対処ですが、現在のところ私どもでは

それについてどうといったことは具体には考

えておりません。 

 また、もう一点ですが、その所得判定の際

の65万円の件でございますけれども、これは

老健の方の老人保健法の方で規定をされてお

るんですけども、これまでも70歳未満の方に

つきましては給与所得控除の65万円を適用し

ておりますので、今回こういった法の方では

改正がございますが、福祉医療条例を適用す

る方につきましては従前のとおり65万円でご

ざいますので、実態的には判定の額について

は変わっておらないということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第67号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



－87－ 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第67号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第６８号 太子町国民健 

       康保険条例の一部を改正する 

       条例の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第７、議案第68号

太子町国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

 本案については、９月１日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 国民健康保険運営協議会の

委員の増員が今回提案されているわけであり

ますが、この件については、これまでの運協

でも主張してきましたように、今次改正では

１名なんですけれども、少なくとも２名増員

をして、それぞれいろんな行政は小学校区を

ある程度考えての行政を行っている中で、最

低限被保険者、扶養者に係る代表を現行２名

から４名にし、提案では１名なんですが、も

う一名を増やすということの方が大事なんで

はないかと。そして、保険者の意見をしっか

り運営協議会に反映していただいて、また、

国保のあり方等を地域のそういう皆さんにも

知っていただくと、こういうふうにしていく

ことが至当であると、このように考えるんで

すが、いかがか。 

 それから、これから10月から70歳以上で一

定所得者の負担が２割から３割に増えるとい

うことに法改正があるわけですけれども、こ

れによる、まあこれも自己負担の改正で非常

に厳しい改正になるわけでありますが、今何

らかの形でお医者はんに行きますと、何万円

か持っとらなんだら検査があってということ

になったらとても受けられないと、さらに３

割になりますとそういうことが起こるわけで

すね。そういうふうになりますので、これは

深刻な問題だと思うんですけれども、これに

ももちろん救済が要るし、同時に予定対象者

っていうのはどの程度を見込んでおるか。２

割が３割になる人ですね、一定所得以上です

から、どの程度の人がこの対象になるのか、

あわせて説明を求めます。 

 それから、保険事業の事業項目を実情の合

ったものにするっていうのは具体的にはどう

いうことなんですか、説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） １点目の委員

の増の件でございますが、これにつきまして

はこれまでも審議会の中で議論をされておっ

たというふうに私は伺っております。 

 今回は県の助言、指導のもとに区分を一

つ、保険者という区分を設けたということで

の１名の増ということにしております。 

 これで終わりというわけではございません

で、今桜井議員さんの方からもございますご

意見につきましては十分斟酌をして検討した

いというふうに思います。 

 それから、２点目でございますが、２割か

ら３割になった者の範囲でございますが、細

かな数字、今ちょっと手許に探すんですが、

ないんですけども、やはり一定所得でござい

ますので、人数的には、比率的にはそう多く

はございません。収入にしまして520万円で

すか、そういうことでございますので、パー

セントは非常に小さいものであったというふ

うに思います。 

 それと、３点目の保険事業の改正のことで

ございますが、本来でありましたらもっと早

くこれを改正をすべきであったというふうに

思います。現行条例を見ていただきますと非

常に分からない部分もございます。事業の中

に保健師といった、これはもう名詞そのもの

が出ておりますし、これは現行やっておる事

業に合わすという意味での詳細説明でござい

ます。 

 参考までに、保険事業の第13条の規定の内

容につきましては、当然条例で、条例の参考

例にもあわせた形にいたしております。 

 以上でございます。 
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○議長（熊谷直行） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第68号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第68号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第６９号 太子町消防団 

       員等公務災害補償条例の一部 

       を改正する条例の制定につい 

       て 

○議長（熊谷直行） 日程第８、議案第69号

太子町消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題としま

す。 

 本案については、９月１日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第69号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第69号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第７０号 太子町非常勤 

       消防団員に係る退職報償金の 

       支給に関する条例の一部を改 

       正する条例の制定について 

○議長（熊谷直行） 日程第９、議案第70号

太子町非常勤消防団員に係る退職報償金の支

給に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

 本案については、９月１日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第70号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、議案第70号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 代表質問 

○議長（熊谷直行） 日程第10、代表質問を

行います。 

 質問される議員は一般質問席でお願いしま

す。質問、答弁は一括でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔、明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、通告により発言を許します。 

 まず、17番北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 新政クラブの北川です。 

 それでは、平成17年度決算認定、また17年

度の施政方針より代表質問をさせていただき

ます。通告の順にしますのでよろしくお願い

します。 

 総合計画の基本目標である“和のまち太
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子”の実現のため実施された施策並びに平成

17年度決算について質問します。 

 「健康でいきいきと暮らせるまちづくり」

についてお尋ねします。 

 疾病の早期発見に各種の検診を実施し、生

活習慣病、感染症予防事業に取り組まれてい

ます。乳がんの発見率を高めるためマンモグ

ラフィ検査に加え視触診併用検査を実施され

ました。乳がん検診や基本健康検査等疾病予

防事業について、その内容の説明を求めま

す。 

 健康づくりの一つとして、各小学校校区に

おいてウォーキング教室を開催されました。

この教室を受けられた名簿に登録し、100万

歩達成され認定書等を受けられた方の人数

等、このウォーキング教室のその取り組みに

ついて説明を求めます。 

 母子保健事業の幼児食教室、また介護予防

事業の筋肉トレーニング事業について、対象

者、回数等、その取り組みの内容について説

明を求めます。 

 次に、「豊かな人間性と創造性を育むまち

づくり」についてお尋ねします。 

 社会の各分野で活躍されている地域の方々

を講師として招聘し、幅広い知識や技能を生

かした授業を行った社会人活用事業について

その取り組みについて説明を求めます。 

 公民館活動事業について、子供を対象とし

た夏期講座について、また一般を対象とした

パソコン教室など活発に活動された公民館活

動事業871万3,925円について説明を求めま

す。 

 続きまして、「豊かな緑にいだかれた活気

あふれるまちづくり」についてお尋ねしま

す。 

 農地の有効利用を図るため、都市住民にレ

クリエーションの場を提供し、農業施策の一

貫としてサツマイモ畑、ジャガイモ畑を観光

オーナー事業について、その効果等取り組み

について説明を求めます。 

 また、特産品の製造や販売の拡大、新製品

の開発について説明を求めます。 

 「美しい景観に機能性を備えたまちづく

り」についてお尋ねします。 

 ＪＲ網干駅前区画整理事業について、17年

度の取り組みと今後の見通しについて説明を

求めます。 

 地域の自主的な花の管理により、触れ合い

と生きがいの輪が広がるよう、まちづくり緑

化事業に取り組み、252万円活動補助をして

います。その取り組み内容について説明を求

めます。 

 町税、国保税の徴収についてお尋ねしま

す。 

 町税の徴収率は前年度より向上していま

す。町税、国保税等については翌年に繰り越

しにならないよう、また、滞納繰越額が減少

になるよう、いろいろと取り組みをされてい

ます。しかし、新たな滞納の発生、徴収未済

額の減少はなかなか厳しい状況にあると思い

ます。 

 平成17年度収入未済額、一般会計４億

3,225万3,132円、国保会計１億9,699万

5,896円、介護保険特別会計684万3,170円、

下水道会計3,395万9,555円あります。町民

税、国保税等の徴収について、また、収入未

済額について今後の取り組みについて説明を

求めます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 まず１点、乳がん検診や、また基本健康診

査等の予防事業についての内容というご質問

でございます。 

 乳がん検診につきましては、マンモグラフ

ィを併用した乳がん検診が視触診だけの場合

に比べて早期がんの発見率が有意に高くなる

との報告を厚生労働省の指針を受け、視触診

も併用した検査を実施いたしておるところで

ございます。このマンモグラフィの検査はエ

ックス線撮影を行うことで視触診では分かり

にくいしこり、また、小さな石灰化を映像で

とらえ診察を行うものでございまして、乳房

のエックス線撮影で現在の乳がんの精密検査
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の一つとして用いられているところでござい

ます。 

 また、基本健康診査は脳卒中、心臓病、高

血圧症、糖尿病などの生活習慣病の早期発見

と予防を目的に実施いたしております。適切

な指導や治療と結びつけることで生活習慣改

善への動機づけを行っているわけでございま

す。 

 平成17年度太子町衛生統計によりまして、

成人、高齢者の健康づくり検診別受診者数の

乳がん検診者数の減少は、がん予防重点健康

教育及び検診実施のための指針の一部改正が

ございました。「がん検診の実施回数は原則

年１回行うものとする。ただし、乳がん検診

及び子宮がん検診につきましては２年に１回

行うものとする」とされており、前年度受診

しなかったものについて積極的に受診勧奨を

行うものとするという指針の効用によるもの

と考えております。 

 ２番目のウォーキング教室でございます

が、各小学校でそれぞれ実施する予定でござ

いましたんですが、選挙等々重なり、また、

雨天の影響等によりまして、午前に斑鳩小学

校で47人、午後の龍田小学校で36人の参加と

いうことになりました。 

 ここで100万歩を歩く太子いきいきウォー

クはウォーキング教室の参加を必要とはして

おりません。そうした中で、だれでも思い立

った日から行っていただき、100万歩達成者

が出てきたのは１月以降で、17年度は18年３

月までに７人の達成者がございました。そう

した達成者の皆さんは広報への掲載と、また

西播磨県民局からの認定書が交付されるとい

うところでございます。 

 このウォーキング教室、やはり歩き方の基

礎、基本ですね、そうしたものをここで教え

ていただいておるということでございます。 

 次に、母子保健事業の件でございますが、

幼児食教室、また介護予防事業のトレーニン

グ事業とのご指摘でございますが、幼児の食

教室につきましては、離乳完了後の食に対す

る悩みや相談等に応じるために開催しており

ます。隔月で年６回、延べ42人の参加がござ

いました。その主な相談内容につきまして

は、好き嫌い、偏食ですね、について17名、

また食欲不振７人で、栄養士、保健師が対応

いたしております。 

 また、介護予防事業対象者は65歳以上の高

齢者で、虚弱ではございますが、介護認定に

おいて自立と認定された120名を５つのグル

ープに分かれまして２週間に１回の頻度の参

加として行っております。 

 その事業は、社会福祉協議会に委託しまし

てマイクロバスでの送迎、そして、作業療法

士や看護師などの専門職が一人ひとりの状態

を把握し、そしてご本人が納得したトレーニ

ングメニューを組みまして、ボランティアの

お手伝いを介して保健福祉会館機能訓練室で

トレーニングをしていただいておるというこ

とでございます。 

 次に、社会人の活用事業についての取り組

みでございますが、この事業におきまして

は、学校教育の活性化を図ること、また、総

合的な学習の時間に対応いたしまして地域

や、また、生徒の実態に即した教育計画に基

づき社会の各分野から講師として招聘するも

のでございまして、平成17年度におきまして

は英会話指導としまして龍田小学校で20時

間、また斑鳩小学校でも同じく20時間、太田

小学校では18時間、石海小学校におきまして

は、また天気予報に関したそうした教育を８

時間、そして車いすバスケットに３時間を実

施いたしております。また、太子西中学校で

は茶道に28時間、それぞれのご指導をいただ

いておるところでございます。ふだんの授業

とは異なる体験をしながら学ぶことによりま

して、いろいろな知識を習得する上において

有効であり、今後とも幅広い分野からの招聘

ができるよう各学校に対して指導をしていき

たいと、このように考えております。 

 次に、公民館活動の実態でございますが、

この公民館の活動につきましては871万

3,925円を投入いたしております。 

 平成17年度につきましては中央公民館、各
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地区公民館において事業を実施しております

が、中央公民館では高齢者を対象としました

たちばな大学を開校いたしております。今

336人の入学者で一般教養講座を９回実施し

たところでございまして、また各ジャンルの

講師さんを招聘いたしまして受講生の素養向

上に努めたところでございます。大体出席者

は毎回約220名程度でございました。そし

て、４専門講座を同時に開設いたしておりま

して、ふるさと散策146名、また放送大学

30名、童謡・唱歌54名、シニアウェルネス

34名、264名の方々に学びの場を提供したと

ころでございます。 

 成人対象講座につきましては４教室開設い

たしております。茶道、舞踊、社交ダンス、

ホームクッキングを４教室開校いたしまし

て、72名が毎月学習活動を通して交流や趣味

の輪を広めていらっしゃいます。 

 また、夏休みには子供や親子を対象として

子供実験室、アイスクリームづくり12名の参

加、また子ども工作室、バギカーをつくろう

ということで、これも12名。親子陶芸教室

32組が参加のもと開催され、ものづくりや実

験を通して親子の触れ合いや、また子供たち

の趣味を深めることができたと、このように

考えております。 

 そして、パソコン教室でございますが、こ

の教室につきましては、入門コース３教室、

ワードコース２教室、エクセルコース２教

室、デジカメコース２教室、はがき・カレン

ダーコース１教室の合計５コース、10教室で

95名の方が受講され熱心に学習されたところ

でございまして、このパソコン教室につきま

しては大変好評であったということでござい

ます。ちなみに、この受講生の最高齢者は

79歳、また最年少者は30歳というところでご

ざいます。 

 また、催しといたしましては、公募美術展

を10月19日から23日の５日間、文化会館で開

催し、応募出展数は177点、そのうち写真

64点、書画25点、陶芸39点、絵画49点で観覧

入場者数は895名でございました。 

 また、毎年実施いたしておりますかるた大

会でございますが、小学生48チーム190人、

また中学生15人の参加を得て太子かるた会の

支援のもとで開催することができました。回

を重ねるごとに参加者も増えてき、太子の里

かるた会として定着いたしておるところでご

ざいます。 

 各公民館合同学習発表会展示部門を平成

18年２月25日から26日まで開催いたしまし

て、この出品数は375点、中央公民館が

87点、斑鳩公民館48点、石海39点、太田

91点、龍田110点で観覧入場者数は25日が

350人、26日が380人というところでございま

す。 

 また、芸能部門につきましては３月５日に

開催いたしまして、この内容は大正琴、カラ

オケ、民謡、新舞踊、また朗読、扇舞、詩

吟、民舞踊、創作バレエ、サタデーダンス、

太極拳、手話、草笛、謡曲、舞踊、15部門で

出演者は約150人、観客数は400人で、各公民

館の交流の場として非常に好まれたところで

ございます。 

 また、それぞれ各公民館では高齢者を対象

とした文化教養講座、またそれぞれの歴史講

座、それぞれの公民館に合ったそうした講座

も開催されておるところでございます。 

 次に、サツマイモ畑、またジャガイモ畑の

観光オーナー事業についての取り組みでござ

いますが、この観光オーナー事業につきまし

ては休耕田を活用いたしまして、都市住民と

の交流活動や地域の活性化を図ることを目的

にジャガイモ畑２地区、川島、宮本、そして

サツマイモ畑につきましては３地区、阿曽、

糸井、川島で実施いたしたところでございま

す。 

 過去の参加者、また町広報、地方新聞等で

そうした新たなオーナーの募集を行いまし

て、ジャガイモオーナーでは192区画115組、

またサツマイモオーナーでは178区画111組の

応募がございました。応募者の約３分の２の

方は阪神地区を含む町外のオーナーさんで、

収穫日当日はオーナーと地元集落の皆さんと
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が共同で収穫作業を行い、収穫の喜びを体験

していただきました。また、それぞれの直売

所では、太子町産の新米や野菜、また切り

花、コロッケ等の販売をされまして、安全で

安心な農作物を安価で提供し、オーナーの

方々に大変喜んでいただいたというところで

ございます。 

 次に、特産品についてでございますが、昨

年度より製造販売等をＪＡ兵庫西より太子町

加工グループに引き継ぎをいたしまして、積

極的に取り組むところになったところでござ

います。17年８月に念願のみそ製造業の食品

営業許可を取得いたしました。そして、商品

も太子みそを主にいちじくジャム、いちじく

アイスに続き、新製品としてこうじ漬けの素

を発売し、ヒット商品となっておるところで

ございます。販売につきましては町内外で５

カ所の常設直売所と顧客の８割を占めるリピ

ーターには専用のみそ電話を設置いたしまし

て注文に迅速に対応できるようにいたしたと

ころでございます。また、生産につきまして

は新たな設備導入等によりまして量産体制を

確立し、安定した商品供給ができるよう取り

組んでおります。最近では太子みそが太子い

ちじくに次いでひょうご食品認証制度により

ます安全、安心かつ個性、特徴ある県産食品

として認証されたところでございまして、販

売実績は確実に現在のところ伸びてきており

ます。ますます商品生産にあたっての加工技

術の向上、また販路の拡大に努め、さらなる

特産品の開発に努めてまいる所存でございま

す。 

○議長（熊谷直行） 町長、区切りのいいと

ころで、ここで切ります。 

○町長（首藤正弘） はい。 

○議長（熊谷直行） この際、暫時休憩いた

します。 

（休憩 午前11時52分） 

   （再開 午後１時00分） 

○議長（熊谷直行） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 町長、続けて答弁お願いします。 

 町長。 

○町長（首藤正弘） 続きまして、ＪＲ網干

駅前区画整理事業につきましてお答えさせて

いただきます。 

 今この駅前地区の健全なまちづくりを実現

するために組合施行土地区画整理事業の実施

を目指して事業に関する計画案及び事業化の

条件等を検討することを目的といたしまし

て、ＪＲ網干駅前西北地区、西南地区土地区

画整理検討会を平成16年から、16年12月に設

立いたしまして、今協議を重ねておるところ

でございますが、西南地区については事業化

についてほぼ合意に達しておりますが、西北

地区については区域界の確定に合意が得られ

ていないというのが現状でございます。今理

解が得られるように検討会を通して取り組ん

でいるところでございますが、一方、平成

19年２月の兵庫県都市計画審議会諮問に向け

て現在取り組んでおりましたんですが、龍野

線の立体形式、網干線の法線決定等々に不測

の日数を要しておるところから、19年度にず

れ込む公算が強いんではないかと、このよう

に思うところでございますが、18年度中にこ

れらを決定いたしまして、19年度の前期に都

市計画決定の事務処理ができるように取り組

んでいきたいと、このように考えておりま

す。 

 続きまして、まちづくり緑化事業について

の取り組みでございますが、17年度におきま

しても、たいし花と緑の会に252万円の活動

補助を行いまして、町民の花と緑に対する意

識の高揚を図り、町内での花いっぱい運動を

実施したところでございます。 

 具体の活動といたしましては、年２回の花

いっぱい運動として花苗を育成し、各自治会

及び公共施設に花壇、プランター用花苗約２

万3,000ポットを配布したところでございま

す。また、イベント時における花苗の無償配

布による緑化啓発活動、緑の募金、また技術

向上研修など、そうした事業を実施して取り

組まさせていただいております。 

 次に、町民税、国保税の徴収等についてで
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ございますが、議員ご指摘のとおり、町税に

おきましては徴収率で0.2％上昇し、収入未

済額は約1,520万円減少したところでござい

ます。国保税につきましては徴収率で0.4％

低下し、収入未済額は約930万円増加いたし

ております。町民税と国保税を合わせた全体

では、徴収率では0.1％上昇し、収入未済額

は約590万円減少いたしております。 

 徴収率の低下に歯どめがかかったと言える

のではないかと思いますが、その主な取り組

みといたしましては、昨年度より収税管理室

を設置し、高額納税者に文書催告を送付、ま

た休日の納税相談を実施する中で自主納付を

促し、債権の確保を目的に誓約書の提出を指

導するとともに、高額滞納者及び納税相談な

き者には財産調査を実施し、そして、納付意

思を示さない方々に対しては滞納処分を執行

したところでございます。 

 今後も引き続き現年課税分の徴収に努力い

たしまして、新たな滞納繰越の抑制と、また

滞納繰越分については納税相談、また財産調

査の強化を図るとともに、分納者の管理を的

確に行い、そして早期の完納を、完済を促

し、町税の確保に努めていきたいと思いま

す。 

 しかし、この問題はなかなか難しいといい

ますか、地道にやっていかなければならない

と、このように考えております。そうした

面、今後も努力をしていきたいと、このよう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 17番北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 ありがとうございました。

質問したことに対して町長より答弁がありま

した。あとまた、詳しく詳細なことにつきま

しては決算審査の中でお尋ねをしたいと思い

ます。 

 以上で私の代表質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（熊谷直行） 以上で北川嘉明議員の

代表質問は終わりました。 

 これで代表質問を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 認定第２号 平成１７年度 

        兵庫県太子町一般会計歳入 

        歳出決算の認定について 

  日程第１２ 認定第３号 平成１７年度 

        兵庫県太子町国民健康保険 

        特別会計歳入歳出決算の認

        定について 

  日程第１３ 認定第４号 平成１７年度 

        兵庫県太子町介護保険特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１４ 認定第５号 平成１７年度 

        兵庫県太子町老人保健特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１５ 認定第６号 平成１７年度 

        兵庫県太子町墓園事業特別 

        会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて 

  日程第１６ 認定第７号 平成１７年度 

        兵庫県太子町下水道事業特 

        別会計歳入歳出決算の認定 

        について 

  日程第１７ 認定第８号 平成１７年度 

        兵庫県太子町前処理場事業 

        特別会計歳入歳出決算の認 

        定について 

  日程第１８ 認定第９号 平成１７年度 

        兵庫県太子町水道事業会計 

        決算の認定について 

○議長（熊谷直行） 日程第11、認定第２号

平成17年度兵庫県太子町一般会計歳入歳出決

算の認定についてから日程第18、認定第９号

平成17年度兵庫県太子町水道事業会計決算の

認定についてまでを一括議題とします。 

 上程中の認定第２号から認定第９号までに

ついては、９月１日の本会議で既に提案理由

の説明が終わっていますので、これから総括

質疑を行います。 

 質疑を通告されました議員に申し上げま

す。 



－94－ 

 質疑は一般質問席でお願いします。質疑、

答弁は一括で行い、簡潔、明快にお願いしま

す。 

 また、今期定例会では時間制により総括質

疑を行うことになっておりますので、よろし

くお願いします。 

 それでは、通告により発言を許します。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に総括質疑を行い

たいと思います。 

 まず一つは、本決算に係ります当初の施政

方針の基調で述べたことについて幾つか伺い

ます。 

 その一つは、自立に向けた課題と取り組み

についてでありますが、私は課題は当然住民

自治を基本とし、また主体にしたものでなけ

ればならないと考えますが、これへの認識と

対応について説明を求めます。 

 それから、２つ目には、住民の参画と協働

ということが再三各所でうたわれ、またそう

いう志向をしてきたわけでありますけれど

も、問題は協働とは言葉だけではなくて協働

するにふさわしい取り組みが必要でありま

す。そういう点から本決算を振り返って内容

の説明を求めます。 

 次に、施策の内容につきまして、主要施策

の課題や取り組み等について幾つか伺いたい

と思います。 

 一つは、健康でいきいき暮らせる、また人

にやさしいまちづくりを志向しているわけで

ありますけれども、健康で暮らせる一人ひと

りが健康づくりをし、また健康で暮らせるま

ちづくりを進めるというのは非常に大切なこ

とであり、健常にして終えられることは何人

も望むところであります。特にそれらを進め

るに当たって、町民検診等の内容をさらに充

実させること、また、機会の拡充を図るこ

と、人間ドック等の利用も拡大することによ

って、より検診率を高めるということが大切

であります。そういう点からの取り組みにつ

いて検診等がどう前進させるために取り組ん

だか。また、どう前進したか。かかりつけ医

での人間ドックを含む検診の機会拡充という

ことは再三ここでも言い、また、その方向で

進めることを言ってるわけですけれども、そ

れらがどう具体化されたかが問題でありま

す。これらの取り組みについて説明を求めま

す。 

 それから、介護保険制度についてでありま

すが、介護保険制度の見直しは、やはり負担

増とサービス利用の実質的な制限が中心にな

っているものであります。介護は安心して受

けられるようによい条件を整えることが大切

でありますが、その取り組み経過等について

説明を求めます。 

 それから、児童福祉につきまして、少子化

対策として子育てなどの抜本的な対策を早急

に講じることが大切であるというふうに述べ

て１年が経過し、さらに今日を迎えているわ

けでありますが、具体的な取り組みはどうで

あったか、反省点を含めて説明を求めます。 

 それから、豊かな人間性と創造性を育むと

いうのも非常に大切な課題でありますが、こ

の中で、子供の主体性、創造性の育成、ある

いは自立心、思考力、判断力を身につける教

育ということが施行されておりますけれど

も、これらのことがどういうふうに前進をす

るために取り組み、また、今日の取り組みの

方向として反省点も含めて説明を求めます。 

 それから、３の質問で、自治と連携による

力強いまちづくりについてでありますが、こ

れは施政方針の中でも特に私は３つの点につ

いて今後の取り組みも含めて施政をただした

いと思いますが、一つは、住民参加と協働を

進める条件の拡充。 

 先にも言いましたけれども、参加と協働の

条件というのは、行政が持っている情報を共

有することがなければなりません。それも情

報公開などということが答弁がありましたけ

れども、実際は結果を知るということにすぎ

ませんので、実際は計画段階から実施に移る

まで、また、結果ももちろんそうなんですけ

れども、それらの情報を共有すること、それ

には提供しないといけない情報がたくさんあ
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るわけですが、それをどう進めるかが問題で

あります。この取り組みについて説明を求め

ます。 

 それから、２点目には、行政と住民の信頼

関係の構築をうたってきたわけですが、これ

も実際に行政が住民に信頼されるような施策

はもちろんのこと、対応するときの信頼関係

構築にどう努力をし、どんな取り組みがあっ

て、今日その総括が必要だと思うんですが、

総括した上での方向も示していただきたい

と。 

 ３つ目には、職員の資質と政策形成能力の

向上、英知の結集と創意工夫の具体的取り組

みということを通告しているわけですが、こ

れについても施政方針で何カ所かに見られる

ものなんですけれども、これらのことは日常

不断に行われていくべきものだと思うんです

が、これらの取り組みの経過と今後の対応に

ついて説明を求めます。 

 第４の質問で、自立への財政基盤の確立に

ついてでありますが、行政組織は変えられま

したけれども、今日もなお求められているの

は、合理的で柔軟に行政課題、また時の行政

事務等に対応できるような流動的な組織の確

立こそ大切であると。今日セクションで壁を

つくる時代ではないように考えます。そうい

う面からの組織の確立が必要でありますの

で、その点について伺います。 

 ２つ目に、税収対策でありますが、収税管

理室という組織を設けてきたわけですけれど

も、今日、今も説明がありましたような収入

未済も若干減り、また不納欠損も若干減った

というようなことで監査意見の中にもそうい

う指摘がありますが、しかし、収税管理室

と、それからそのもとで嘱託で収税に当たる

というようなことがありますが、実際にはこ

の組織こそ費用対効果で見た場合の評価が必

要であると、このように考えますけれども、

その点から整理をしたものの答弁を求めたい

と思います。そして、今後の対応についても

説明を求めます。 

 収入未済というのは、今日やはり、今も課

税最低限の問題から課税される対象者が増え

てきたわけでありますが、本当に収入未済に

係る払いたくても払えないような住民への血

の通った税制対策が、収税対策が必要であり

ますが、この取り組みについても説明を求め

ます。 

 それから、不納欠損が一般会計で1,052万

円強、国保会計で1,139万円強と、こういう

ように欠損が出ているわけでありますけれど

も、これも若干減ったという指摘であります

が、不納欠損が当たり前かどうかが問題であ

ります。安易にこういう不納欠損をするきら

いが、今日最近の傾向として見られるように

思うんでありますが、これを生み出さない取

り組み、また、債権の確保担保というような

ことを含めて不納欠損が居所不明だとかとい

うことで解消されるものでは決してない。税

の不公平はここにも大きく見られるわけであ

りますから、この点について説明を求めたい

と思いますが、この件については監査委員の

所見と当局の対応について説明を求めます。 

 それから、入札契約制度の改善についてで

ありますが、今日の社会は、一般社会では非

常な競争が激化しているのがお互いに共通の

認識があると思うんですけれども、この一般

社会と同じような競争性を確保し、そして透

明性、公平性を確保するような制度の改善が

必要でありますが、その改善についての姿勢

を示していただきたいと思います。 

 それから、財政の長期見通しと計画につい

てでありますけれども、住民と地方を犠牲に

した小泉改革がより一層地方財政を逼迫させ

ていると言っても過言ではありません。 

 本決算を踏まえまして、今後の財政見通し

と財政計画に対する姿勢を説明願いたいと思

います。 

 それから、第５の住民の生活実態の把握と

対応についてでありますが、特に今日の状況

というのは生活保護、要保護、準要保護とい

ったような措置を受ける方が増えていってい

ると、こういうような状況が各所で報じられ

ているわけでありますが、太子町の今日の実
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態、その傾向について説明を求めると同時

に、２点目の、これらは格差社会の産物と言

っても過言では、私はないと思っておりま

す。その格差を解消するための支援策が必要

ではないかと思うんですが、その取り組みに

ついて説明を求めます。 

 それから、次に、６の質問で決算監査意見

についてでありますが、この決算監査ではい

ろいろ毎年のことなんですけれども、意見が

付されるわけであります。この意見に対する

当局としての所見、対応について説明を求め

ます。 

 ２点目に、意見に付されております留意事

項への取り組みでありますが、一つは、先ほ

ども言いましたように、経過ではなくて、そ

の中で出てきております、一つは町税の徴収

についての中で「今後とも賦課徴収にあたっ

ては課税客体等の的確な把握を行うととも

に、公平、適正な賦課徴収業務をより強力に

徹底されたい」というところ、それから、同

じ町税の徴収の中で「自主財源の確保に一層

専念しなければならず、税本来の公平性を深

く認識し、新たな滞納の発生、不納欠損額、

徴収未済額などの抑制に一層努力を望む」と

いうところについてと、それから、末尾の

「今後の長期財政運営についての改革を引き

続き強く望む」と、こういうことについてど

ういうふうに受けとめ、対応しようとしてい

るか。 

 それから、国民健康保険会計でも不納欠損

は先ほど述べましたとおりでありますが、

「徴収率において前年をさらに下回り」とい

うことがありますけれども、「あり方を抜本

的に見直すべき状況にある」と、「納付義務

を促し意識づけを徹底するとともに粘り強い

徴収事務に努められることを切望する」とあ

りますが、それにどうこたえるかということ

について説明を求めます。 

 それから、水道事業会計においては「今後

は水需要の低迷が懸念される中にあって多様

化する水に対する住民ニーズにこたえ、事業

報告にあるように経費の節減を図り水道事業

の健全経営と良質な水の供給に努めるととも

に、企業会計の安定的運営に引き続き努力さ

れたい」、こういうことにどうこたえるかっ

ていう点については説明を求めます。 

 第７の質問で、事務事業の評価と今後の対

応についてでありますが、計画を含む事務事

業等の再評価制度の導入確立、これは何回も

要求したいと思うんですが、今日においても

この決算を踏まえても、すべての事務事業に

ついて内部外部を含めた再評価制度を確立、

導入確立することが必要であると。内部の所

見と外部の所見はおのずと違う場合がありま

すし、行政課題、ニーズ、それぞれについて

も見方が違う場合があるわけでありますか

ら、評価制度をきちっと確立することが大切

であり、また、今日の自立の町をつくる上で

も非常に大切なことでありますので、この点

について取り組み姿勢を伺いたいと思いま

す。 

 それから、２つ目に、所管ごとで行政事務

事業の目的に対する内容の検証というのが実

際この決算を踏まえて行われているのかどう

か。行われているとすれば、本席は部長が出

席しているわけでありますが、所管ごとにそ

の検証と今後の対応について説明を願いた

い。そして、決算の委員会では各担当がそれ

ぞれについて意識を持って施政に臨む必要が

ありますので、このことについては委員会で

もきちっと説明をできるように対応を願いた

い。 

 第８の質問で、負担金、補助金、交付金に

ついてでありますが、この負担金、補助金等

の目的、これはこれまでにもかなり整理をさ

れているわけでありますが、それぞれ目的が

ありするわけですけれども、これの効果等を

含めた検証が絶えず行われていくということ

が必要でありますし、その検証をしていく基

準というものがありますし、それらを含めた

今後の取り組みについて説明を求めます。 

 不要不急なものについては即座に切る姿勢

も大切であり、つき合い的なものも切るとい

うことが求められます。 
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 それから、第９の質問で、一般会計繰出金

の各会計への繰入金ということで、総体とし

ての会計になっているわけでありますが、本

決算でも繰出金は15億円余りになりまして、

前年度よりも増えているという、１億円ほど

増えているわけでありますが、それぞれの会

計については、一般会計からの支援助成とい

うのが必要な国保などの問題がございますけ

れども、当然のことながら、受益者負担でき

ちっと運営しなければならない前処理場の問

題があるわけですけれども、これらの解決こ

そが、また、それに取り組む姿勢こそが自立

のまちづくりの上でも求められている大きな

問題でありますから、これらのあり方につい

て説明を求めます。 

 第10の質問で委託料についてでありますけ

れども、総額は一般会計ベースでは４億

9,717万円ということになるわけであります

けれども、この委託料についても再三言いま

すが、内部で対応できるようなこと、いわゆ

る技術職員も含めているわけですから、資格

取得者もいる、そういう中で必要なことにつ

いては内部で対応をしていくような取り組み

がどう行われたか、その経過と今後の対応に

ついて説明を求めます。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 まず第１点目、自立に向けた課題と取り組

みというご質問でございますが、施政方針の

基調に述べておりますように、太子町におき

ましては行政体の存立を継続維持し、また自

立を目指していくという新たなまちづくりへ

の一歩を踏み出したところでございます。こ

の節目に新しい視点に立ちまして不断に行財

政改革に取り組み、その体制を刷新していく

ことこそ第一義に必要であるというふうに思

っております。 

 そうした、今厳しい行財政環境下にありま

すが、各般の行政需要に最大限の展開を図る

ため行政改革大綱実施計画に基づき順次行財

政改革を遂行し、鋭意行政組織基盤の強化を

図りつつ、財政の健全化に継続して努めてい

るところでございます。 

 既に自立に向けた課題としまして提示しま

した収税管理室の設置等町長部局の再編統

合、また幼稚園の統廃合など組織機構の見直

し、さらには、各種団体補助金の見直しなど

事務事業全般にわたります改革の取り組みを

させていただいておるところでございます。 

 今後の行財政運営につきましても、さらに

町民の皆さんにご理解いただき、参画、協働

をいただきながら太子町の存立に係る危機意

識、改革意欲の向上等、確固たる意識改革を

共有しながら精神面での改革も遂行していく

ことが将来持続可能な健全財政を構築し、町

民の皆さんの期待にこたえられる町行政を推

し進め、自立という目標がかなえるものとい

うふうに確信いたしておるところでございま

す。 

 そうした取り組みを進めながら、やはり私

自身は慎重なる行政執行を続けていきたい

と、このように思います。 

 次に、住民の参画と協働のあり方でござい

ますが、いつも申し上げております。この町

にずっと住み続けたいというような実感を町

民の皆さんにお気持ちをいただくようなまち

づくりを進めていくことが行政執行において

大切なことであり、また、行政運営の目標で

もありますことは言うまでもございません。

その理念としましては、総合計画の基本目標

“和のまち太子”に述べるところでございま

すが、そうした地道な取り組みをさせていた

だきたいと思います。 

 そして、やはりこの参画と協働ということ

につきましては、鋭意継続して推し進めてま

いりました行政情報の公開など、今後開かれ

た行政運営を一層深めていくことによりまし

て、町の財政的危機等、行政執行状況を真に

ご理解いただき、また、共有いただくことに

おいて町民の皆さんのまちづくりへの関心、

そうしたものがさらに進み、地域並びに住民

の皆さんに負担してもらわなくてはいけない

こと、そして反面、役場がやらなければなら

ないこと等々、自立のまちづくりを見据えた
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行政改革の目的がご理解いただけるものと考

えております。そこから町民の皆さんの自発

的な協力体制が生まれるものと期待いたして

おるところでございます。やはり、そうした

連携が協働の始まりではないかと、このよう

に考えております。 

 続きまして、主要施策の課題や取り組みに

ついてでございますが、施政方針の「自治と

連携による力強いまちづくり」におきまし

て、地方分権の理念が浸透する中、地方自治

体には地域の課題を適切に処理する自治能力

の向上が求められる一方、また、まちづくり

に対する住民の参加意欲の高まりにこたえ

て、ともに連携を図りながら行政施策を展開

していく体制づくりの重要性を述べていると

ころでございますが、もとより私は簡素で効

率的、効果的な行政運営については、行政み

ずからがその体制を整備いたしまして、住民

や議会と協調、連携して、かつ説明責任を果

たしながら推進していくべきものであると考

えております。 

 そうした中、財政状況が一段と厳しさを増

す中、行財政基盤を強化することは容易では

ございませんが、支え合い共生する住民主体

のまちづくり、またスマートな都市経営の基

盤づくりにおいて、行政情報の公開等、開か

れた町行政に一層の取り組みが図れ、さらに

広報広聴機能の充実によります広範囲な住民

ニーズの的確な把握に努めながら、政策形成

機能の向上において住民と行政が協働する活

力ある住みよいまちづくりに取り組みを進め

ていきたいと考えております。 

 その中でいろいろとご指摘をちょうだいい

たしております。住民検診また人間ドック

等々の取り組みについてでございますが、こ

れにつきましても、やはり私自身は住民との

対話の中、また、いろいろな広報等を通しま

してそうした啓発に努めていき、そして検診

率のアップにつなげていきたいと、このよう

に思います。 

 また、開業医での検診等々のご指摘もちょ

うだいいたしました。この件につきましては

そうした揖龍の医師会等々での話もさせてい

ただいておりますが、いろいろな面で、書類

的な面、またその支払い関係、いろんな面で

の協議をなさなければいけないということ

で、今まだその合意に達していないところで

ございます。この件につきましても、できる

だけそうした町民の皆さんが受診できやすい

ような方向で協議を重ねていきたいと、この

ように思っております。 

 介護保険等の問題、そして、児童福祉関係

の件につきましても申されておるところでご

ざいますが、やはり今こうして少子・高齢化

等々が叫ばれておる中で、今何が一番必要な

のかという、そうした点を住民ニーズを把握

しながら取り組みをさせていただきたいと。

ちなみに18年度では、やはり保護者の方々が

安心して子供さんをお預けになって、どうい

いますか、生活ができるように保育機能の充

実を図らせていただいたところでございます

が、そうした点、一つ一つ、地道につくり上

げていきたいなと、このように考えておりま

す。そうした点、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

 それから、続きまして、自治との関連でご

ざいますが、そうした答弁が重複するかもわ

かりませんが、やはり自立のまちづくりを進

めていくためには行財政改革への取り組みが

最重要であると、このように考えておりま

す。その上で、やはり住民、議会、行政が三

者一体となるまちづくりを進めていく連携と

協力、いわゆる参画と協働が有効に活動する

環境を整備していくことが不可欠であろう

と、このように考えるところでございます。 

 また、議員ご指摘いただいておりますよう

に、まちづくりの主体は住民であるとの理念

のもとに、行政の振興、行政事務の遂行を図

らなければならないことは、行政執行の基本

的なことと考えておりますが、やはりそのた

めには参画、協働の推進体制、住民に信頼さ

れる行政執行体制の確立、住民のまちづくり

への関心、主体であることの認識、さらに、

その発言と行動における責任による参画姿勢
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等が醸成されていくこと、また、住民と行政

における種々の情報の共有の進展等、これら

条件の適宜調整を進め、そして、その環境を

整備していくことが町民の皆さんに理解が得

られ、その目的に沿う効果を得るものと考え

ております。 

 そうした中、今自立に向けた取り組みにお

きまして、精神面の改革も含め行政改革を遂

行し、財政の健全化を確保していくことは言

うまでもございませんが、行政施策のそうい

う工夫はもとより、改めて町民の皆さんのま

ちづくりへの熱意と参画をお願い申し上げて

おるところでございます。 

 行政情報の共有が前提というご指摘でござ

いますが、さらなる計画的な行政改革を継続

し推進していくこと、そして、行政情報の公

開等説明責任を確保していくこと、さらに、

個々の職員の意識改革による総体的な政策形

成能力の向上を図ることが町民の皆さんのご

理解、ご協力を得ることであろうと。そし

て、住民主体の参画、協働への第一義と考え

ております。 

 今日の行政運営におきましては、住民等へ

の説明責任を果たし、公正の確保と、また透

明性の向上を図ることが一層必要でございま

す。そのために情報公開条例やパブリックコ

メント、手続制度の積極的な活用等を行うと

ともに、また、行政改革大綱に基づく成果、

各種審議会の審議内容等につきましても速や

かにホームページや広報、そして住民参画機

会を通じまして町民の皆さんに分かりやすい

形での公表に努め、行政情報の共有というこ

とに取り組みを進めているところでございま

す。そうした中で、住民懇談会等も今後も回

数を重ねていきたいとこのように思っており

ます。やっと18年度で取り組みをさせていた

だきましたが、そうした取り組みを通じて、

こうした点についても進めていきたいと思い

ます。 

 そうした中で、やはり住民との信頼関係の

構築ができてくるんではないかと、このよう

に考えております。住民の皆さんとのそうし

た連携を図り、また一緒になって考えていく

という場を今後とも設けていきたいと、この

ように考えます。 

 そして、職員の資質と政策形成能力の向上

というところでもご質問をちょうだいいたし

ておりますが、これまでも分権型社会の到来

で地方自治体の主体性が一層求められる状況

において、職員の能力開発や資質の向上が不

可欠であると申し上げてまいりました。日ご

ろより研修の充実、出前講座の実施、行政課

題や重要施策等の行政情報の共有化など、職

員には問題意識を持たせ、自己研さん、自己

改革の動機づけを行っているところでござい

ます。 

 政策形成に係る直接の研修といたしまして

は、17年度におきましては管理職３名、一般

職３名の６名を派遣しておりまして、そうし

た能力向上を図っているところでございまし

て、今後もそうした取り組みを続けていきた

いと、このように思います。 

 また、これからの分権型社会におきまして

は、自己決定能力を高め、そして地域協働を

基本に住民ニーズにこたえていくためには、

職員はもっとより地域住民の英知を集め、そ

して創意と工夫を加えた個性に満ちた政策形

成が必要とされてきます。 

 具体な取り組みとのことですが、政策の決

定、日々の事務事業の遂行等の中で、その感

性、視点を持って事に当たることではないか

と、このように考えます。今後とも職員の能

力開発、資質向上に意を用いていきたいと、

このように考えます。 

 今取り組みといたしましては、やはりそう

した住民ニーズに即応するに当たりまして、

定型的な組織による確実な事務処理ととも

に、また機動的な組織運営が必要でございま

す。そうした政策課題が頻出する状況下にお

いては、部課という枠を超え、そして横断的

な仕組みに構築する必要がございます。その

ために庁議、部長会議等でそうした課題を検

討し、必要に応じてプロジェクトチームを立

ち上げ、全庁的な視点に立って課題の処理に
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当たっているところでございます。そうした

ことによりまして行政サービスの向上が図

れ、また、町民の皆さんに分かりやすい組織

への整備を図っていくことに努めていきたい

と、このように思います。 

 いろいろな問題でちょうだいいたしており

ますが、そうした点で、やはり流動的な組織

の確立ということも言われておりますが、私

はその時点時点で見直していく必要もあろう

と思います、そうした点はそういうことで適

宜そうした面に取り組みをしていかなければ

いけないと、このように思います。 

 次に、収税対策でございますが、この税務

行政、適正に課税された租税の完全な徴収と

いうことでございます。現実的には社会情勢

や経済的な情勢を始めとするさまざまな要因

のため100％の徴収は不可能でございます

が、しかし、この目標を念頭に置いて職務の

遂行に努力していきたいと、このように考え

るところでございますが、先ほど北川議員の

ご質問にもお答えいたしましたが、収税管理

室を設置し、そして高額滞納者に文書催告、

また休日の納税相談を実施する中で、自主納

付を促し、債権の確保を目的に誓約書の提出

を指導するとともに、高額滞納者また納税相

談にお越しにならない方につきましては、財

産調査を実施いたしまして、そうした意思を

示さない方には滞納処分の執行をさせていた

だいております。引き続き今回もそうした取

り組みを地道にやっていき、少しでも多くの

皆さんの納税確保に努めていきたいと、この

ように思います。 

 先ほど嘱託職員、また正規職員との費用対

効果等々もお聞きしたところでございます

が、今現在申し上げましたように収税課の方

で対応をさせていただいております。そうし

たところから取り組みを展開していきたい

と、このように思います。 

 次に、入札制度の改善でございますが、こ

の件につきましては、平成15年度より一般土

木の2,500万円以上につきましては制限付の

一般競争入札で執行しておりますが、業者の

規模、ランク等を総合的に勘案しながら競争

性を維持させているところでございます。そ

して、最低制限価格の公表、予定価格の事後

公表をいたしまして透明性を高めておるとこ

ろでございますが、今社会的にいろいろな問

題が発生いたしておりますが、そうした中で

直すべき点は鋭意見直していき、柔軟に対応

したいと考えているところでございます。 

 それから、次に、財政の長期見通しについ

てでございますが、歳入面での税収の伸び悩

みと交付税等の落ち込み、歳出面では各特別

会計への繰り出し、扶助費の増加等、厳しい

状況が今後とも続いていくものと考えられま

す。財政調整基金も限りあるものでございま

す。現在取り組んでいる行財政改革をしっか

りと進めていくことが今重要な課題であると

認識するところでございまして、実施計画も

必要に応じては見直すところがあれば見直し

ていきたいと、このように思うところでござ

います。やはり今の時期、そうした面、地道

に事に対処していかなければならないと、こ

のように思っております。 

 続きまして、生活保護の要保護、準要保護

等の実態というところでございますが、生活

保護制度はご承知のとおり憲法25条の理念に

基づき最低限度の生活を保障するということ

とともに、自立を助長することを目的といた

しております。 

 本町の状況で申しますと、平成16年度末と

比較しまして、年間で世帯数では１世帯の

増、人数では６人の減となっております。１

年間では大きな増減はなかったところでござ

います。そうした点で実態把握につきまして

は、実際に生活保護が適用された後の調査及

び指導につきましては、生活保護事務を所管

している龍野健康福祉事務所のケースワーカ

ーが人権、プライバシー等に配慮しつつ、世

帯の実態に応じ年に２回から12回の訪問調査

を実施いたしております。そして、収入、資

産の届け出を義務づけまして、定期的に課税

台帳と照合等も実施し、そして、就労の可能

性のある者につきましては就労指導を行って
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おります。 

 そうした中では、平成16年度の17年３月

31日では81世帯146人でございましたが、先

ほど申し上げましたように、現在は82世帯

140人という実態になっております。 

 そうした中での要保護、準要保護でござい

ますが、これは就学援助制度といたしまし

て、学校教育法によりまして「経済的理由に

より就学困難と認められる学齢児童・生徒の

保護者に対しまして市町村は必要な援助を与

えなければならない。」とされておるところ

でございます。生活保護の所得基準を参考に

して定例教育委員会におきまして認定手続を

行っております。 

 平成17年度末の状況でございますが、小・

中合わせまして要保護19名、準要保護

102名、計121名につきまして就学援助を行っ

てきたところでございます。全児童・生徒の

4.1％でございます。近年は若干の増加傾向

というところでございます。 

 先ほどの生活保護と同様に、あわせて指導

等にも入らせていただきたいと。この件につ

きましては、やはり民生委員さんとの協力が

必要であると、このように思っております。 

 そして、格差解消への支援というところで

ございますが、障害者自立支援法が４月１日

から一部施行になりまして、サービス利用者

につきましては、原則として費用の１割を自

己負担することとなりますが、世帯の所得に

応じまして４区分の上限額が定められており

ます。負担が増え過ぎないようにしていると

ころでございますが、同じ世帯に障害福祉サ

ービスを利用する人が複数いる場合などでは

高額障害福祉サービス費が支給され負担が重

くならないように配慮もされております。資

産が一定以下で収入の少ない人には入所施設

等利用に係る個別減免、在宅サービスに係る

社会福祉法人軽減を行っております。さら

に、利用者負担を納めることにより生活保護

世帯に該当するような場合、そうならないよ

うに負担額を引き下げる生保減免も行ってお

ります。施設でサービスを利用する場合の食

費や光熱費などは全額自己負担を原則として

おりますが、収入が低い場合、施設入所にあ

っては申請により補足給付を支給し、施設通

所にありましては食費負担を軽減いたしてお

ります。そうした利用者負担につきまして

は、きめ細かい軽減制度を講じております。 

 この制度は費用をみんなで支え合い、長続

きする安定的な制度を築いていこうという趣

旨でございますので、本町独自の施策でさら

に軽減、減額するということは難しく、国の

制度どおり運用せざるを得ないと考えており

ますので、ご理解のほどをよろしくお願いい

たします。 

 介護保険制度におきましても、住民に最も

身近な自治体や広域連合等が主体になって地

域の実情、実態を勘案しながら介護サービス

がどの程度まで必要かということを利用者ご

とに勘案して、サービスの提供を図るところ

でございます。 

 これらのサービスを受け入れるに当たりま

しては、利用者の生活能力を引き出すための

サービスを適切に組み合わせたり、また、手

助けが必要な場合であっても本人の持ってお

られる能力を生かせることができるサービス

の専門家の指導は利用者本人の選択に見合っ

たプログラムを設定することになっておると

ころでございまして、こうした制度のもとで

は利用者ごとにサービスに差が生じることは

あり得ることでございます。 

 本町の場合、そうした中で対象サービスの

量的な確保を図るとともに、サービスの質の

向上を図ることを努めていきたいと、このよ

うに思います。 

 次に、監査に対する所見、また意見に付さ

れている留意事項等の取り組みというところ

でございますが、町税の徴収関係につきまし

ては、やはりより一層地道に取り組んでいか

なければいけないと、このように思うところ

でございます。 

 先ほど来申し上げておりますように、若干

は徴収率では上昇しているところでございま

すが、先ほどの収税等々につきましての中で
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も申し上げておりますように、一応10年以上

にわたって低下しておりました徴収率の低下

に歯どめがかかったということでございまし

て、今後とも現年分の徴収に努力し、また新

たな滞納繰り越しの抑制、また滞納繰越分に

ついては納税相談、そして財産調査等も強化

をいたしまして、収納事務に取り組んでいき

たいと、このように思います。 

 その中で、やはり困っていらっしゃる方も

あろうと思います。そうした中では納税相談

の中で分納等々の面で考えさせていただき、

そして、早期の完済を促していきたいと、こ

のように思います。やはり、この徴収等につ

きましては、地道に対応していく必要がある

んではないかと、このように思います。 

 私どもこうした今の状況の中で自主財源の

確保、これはもう言うべきことではございま

せんが、もう自主財源が絶対に確保すること

が必要でございます。やはり地方交付税等々

の削減も今後はもっともっと続いてこよう

と、このように思いますので、そうした面、

努力を重ねていきたいと、このように思いま

す。 

 また、国保、水道事業等につきましても同

じことが言えるんではないかと、このように

思います。 

 水道事業におきましても経費削減等につき

ましては特に気をつけていきたいと思います

が、しかし、その反面、やはり上水でござい

ます。安全で安心して生活ができる、また、

特に飲料水、昨今の広島での事故等も発生い

たしております。そうしたことがないように

的確にそうした点では考えて取り組みをせざ

るを得ないと、このように思っております。

その点、ご理解をお願いしたいと思います。 

 それから、所管ごとの事務事業でございま

すが、この件につきましては決算委員会の方

でそれぞれの部長から、また部長、課長から

委員会で報告をさせていただきたいと、この

ように思います。 

 それから、続きまして、再評価制度につい

てのご質問でございます。 

 以前にもお答えいたしましたが、行革大綱

実施計画の取り組み項目にもあげておりまし

て、平成17年、18年度において検討し、19年

度実施を目標とするとしております。しかし

ながら、本町に導入可能な先進地事例等の研

究に時間を要しておりますので、平成17年度

取り組み結果で公表したとおり、実施時期を

修正し、平成19年度施行、平成20年度の実施

に向け作業を今現在進めておるところでござ

います。制度的には未整備ではございます

が、施策、事務事業の改善につきましては行

政改革取り組み状況に見られますように、目

的と成果の検証により事務事業の見直しを進

めておるところでございます。やはり、こう

した再評価の導入につきましても鋭意努力を

重ねていきたいと、このように思います。 

 続きまして、負担金、補助金の目的、効果

の検証ということでございますが、平成17年

度の補助金の見直しにおきましては、公益性

また公平性、透明性の確保、行政関与の適正

化等に重点を置きまして見直し基準を作成

し、その基準に基づいて内部で検討を進めて

きました。その検討結果につきましては行財

政審議会に諮問し、その答申を受けてそれぞ

れの補助事業方針を決定し、18年度予算に反

映させていただいたところでございます。 

 今後は補助制度のあり方も年月とともに変

化してきますので、３年ごとに見直しを行う

ことといたしまして、時代のニーズに柔軟に

対応していきたいと、このように考えており

ます。 

 負担金につきましても本年度、効果、義

務、必要性の観点から見直しを行っておりま

す。現在担当課から聞き取り調査を終え、ま

とまり次第、内部会議で見直し方針を決定し

結果発表をする予定といたしております。 

 続きまして、一般会計繰出金、各会計繰入

金の実態とあり方ということでございます

が、ご指摘のとおり一般会計からの繰出金は

16年度と比較しますと7.5％、１億440万円の

増となっております。 

 その要因として主なものを上げてみます
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と、下水道事業特別会計では、歳入におきま

して受益者負担金の減で約5,400万円、ま

た、歳出においては公債費の増で約3,700万

円の増となっております。 

 また、介護保険特別会計では、歳出におい

て保険給付費・過年度償還金の増で約

3,600万円、人件費１名増で400万円、システ

ム改修等で500万円等々の増となっておりま

す。今後も一般会計からの繰り出しにつきま

しては各特別会計における必要性を十分に精

査し、適切に対応していきたいと、このよう

に考えております。 

 また、委託料についてでございますが、私

ども委託につきましては多方面にわたって委

託をしておるところでございます。やはり費

用対効果等々も十分加味しながら、この委託

については考えなければいけないと、このよ

うに思っております。 

 指摘を、質問をちょうだいいたしておりま

す中で、特に用地測量等々の件についてでご

ざいますが、今現在測量等道路維持補修の簡

易な測量等につきましては職員で対応できる

ものについては対応しておるところでござい

ますが、その反面、近年の技術開発から測量

設計はＣＡＤ、コンピューター支援設計によ

る設計、ＧＰＳ測量を始め高度な測量制度を

要求されているのが現状でございます。高度

な測量制度、また、工学技術が必要とされる

都市計画道路の変更のように広範囲にまたが

る測量等については委託することが合理的で

あり、また効果的であると考えるところでご

ざいます。 

 他方、公共工事の品質確保の促進に関する

法律が17年３月31日に施行され、公共工事の

品質確保に発注者の責務が明確化されており

ます。これまで以上に行政に携わる技術職員

の技術向上に努める必要があると考えており

ます。したがいまして、今後ともそうした

面、自己啓発はもちろんのこと、研修を通じ

て職員の資質向上に努めていきたいと、この

ように考えております。 

 以上でございます。どうかよろしくお願い

します。 

（桜井公晴議員「何か残ってるんかい

な。教育委員会も残っとん違うか」の

声あり） 

○議長（熊谷直行） 再度質問してくださ

い、桜井さん。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 先ほど町長がるる説明をし

たわけでありますが、やはりこの決算年度、

施政方針で言われたこというのは、やはり

「17年度を単独元年と位置づけて新たなまち

づくりへの一歩を踏み出しました」というこ

とから、「自立に向けた課題に真摯に取り組

み、行政改革を遂行し、行政の、財政の健全

化に努めていきます」という、これが一つで

すね。それから「新たなまちづくりは行政施

策の創意工夫はもとより、町民の皆さんのま

ちづくりへの熱意と参画と協働が不可欠であ

って、総合計画の基本目標である和のまち

云々」と、「に向けて皆様からご意見を聞き

ながら住民福祉の向上に努めてまいります」

という、これを一定の説明をされたわけです

けども、具体的に本当にこれに向かってどう

いう取り組みをしてきたかが私は問題だと思

うんです。 

 それで、やはりこれを到達の状況を検証し

ながら今後、この18年度に入ってるわけです

けども、今後に向けてどう取り組むかという

ことがきちっと課題として整理されてこそ前

進すると私は思うんですよ。だから、言葉で

はなくて、先ほども施政方針で述べてる、せ

っかく述べている内容が具体化される道筋が

はっきりしてないんじゃないかなあと私は思

うんです。そういう点で伺ってるんですね。 

 今後どう取り組んでいくんか。２つの点は

非常に重要なことでありますから、課題の認

識もやはり全職員が共通して認識をして、そ

の方向に向かってどう取り組むかということ

で課題を分け合うことも大事なんですし、ま

た、それを町民とともに共有できるような形

にしようと思ったら、それらのことをしっか

り町民の皆さんに説明責任という言葉で言わ
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れましたけれども、その説明をし、一緒に考

えていただけるような土壌をつくらなあかん

でしょう。それがどうかと言うてんですけ

ど、いかがでしょうかね。 

 それから、健康づくりの中では、やはり今

までに一定の取り組みはありますけれども、

それぞれが今就労の場所も医療機関もそれぞ

れいろんなところに勤める先での医療機関の

問題もありますから、全体的にはどこでも受

けやすい条件のもとで検診を受けて早期に発

見をして早期に治療をすることによって、そ

れぞれの健康を維持できますし、加入の健康

保険の負担も軽減できると、特に国保に関し

ましてはそういうことができ、今朝も国保に

加入者の公務員ＯＢの方が実際の人間ドック

を、これは姫路医師会病院で受けられたわけ

ですけども、太子町の場合こういうふうにな

ってんですねというて言われましたのは、

7,000円と5,000円の負担で、あと自己負担が

非常に少ない、こういうことで受けられるん

やなあということをきょう聞いたばかりなん

ですけども、そういう制度もあるけれども、

実際それの利用促進という点でも十分でない

んですね、その広報ももちろん。ここでもそ

ういう指定のメニューで受けられていること

が機能のある医師、いわゆる医療機関で全部

受けられるようになったら本当にいいんです

よ。だから、そういう意味で本年度当初に

も、前年の決算でも言いましたように、その

方向でというて、今もおっしゃるように関係

機関との協議を重ねて、支払い関係は契約す

れば、僕は済む問題だと思うんですね、医療

機関との。だから、それを整理をしてどこで

も受けられることが大事だと、一層の促進を

求めるわけですが、取り組みについて再度説

明を求めます。 

 それから、介護保険の方については、本当

に安心できるような条件をつくるということ

を言ってるんですけれども、今後また、これ

は追及しますが、児童福祉、少子化対策の問

題で私はちょっと、町もごらんになったと思

うんですが、先達て８月24日ですか、これ神

戸なんですけどね、こんな記事、町長なんか

はご覧になることあるんですかね。 

 まいうことは、県内の乳幼児医療費助成制

度、私は太子町は恥ずかしいないかと思うと

んですわ。というのは、前にも指摘しました

けども、町では少なくとも、まあ町が市にな

ったりしたとこがありますから、猪名川、多

可、稲美、播磨、神河、福崎、上郡、佐用、

香美、新温泉、これらが一定のものを持っと

んですよね、支援策を。上乗せ、横出しの部

分ですわ。ご覧になったら分かるはずです

ね、そういうこと。 

 それから乳幼児医療費、いわゆる医療費の

問題ですよ。それはもちろん対象年齢の引き

上げで明石などのように進んだこともやって

るところもありますし、そういうことで、自

治体は大変なんですけども支援策として取り

組んでるいうこと。ほいで、太子町もこうい

う、今まではある程度播磨やら稲美と肩を並

べとる町やいうて言うとるわけでしょう。そ

ういう面から含めても、ちょっと恥ずかしく

ないかということで、これらの支援策をしっ

かりやることが大事ではないかなというこ

と。 

 それから、保育料の減免についても14市町

に拡大ということでありますように、それぞ

れの多可なんかの町も含めて、それぞれが一

定の子育て支援を行っているいうのは、これ

もう新しい８月24日の新聞ですから、再度見

直して、太子町が取り組むべき方向はこっち

の支援策でないかなあと思いますので、ま

た、太子町も恥ずかしいないかと思うんで、

これを紹介しよんですけどね。その辺はいか

がですかということ。 

 それは内容的には県の制度の上乗せをして

所得制限の撤廃、今言いましたように対象年

齢の引き上げ、自己負担の無料化があるわけ

です。だから、そういう取り組みが求められ

ますので、姿勢について伺います。 

 それから、ちょっと言ってましたのは「豊

かな人間性と創造性を育むまち」ということ

で、子供の主体性とか創造性とか自律心、思
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考力、判断力を身につける教育ということで

言ってきてるんですけども、そういう点でど

ういう取り組みが行われて今日、今後どうま

た発展させるかいうことについて伺ったんで

すね。これは教育委員会か分からんいうて言

うたんですよ。 

 それから、参加と協働のまちづくりではい

ろいろ説明をされており、それから、住民、

行政、議会、それぞれが三者一体となって自

立に向けた取り組みをする必要性があるとい

うことは共通認識にあるんです。今も説明が

ありますように共通の認識なんですが、その

前提となるのは、先ほど来言ってる信頼関係

の構築っていうようなこと。 

 これ信頼関係の構築いうのはすべてにわた

って行政情報が提供されて、こういう実態で

一緒にこういうふうに取り組んでほしい、私

たちもこう取り組みますということがあって

信頼関係は構築されるんですけども、実際上

の運営という点ではいかがなものかと思いま

すんで伺ってるんですね。 

 そやから、これも課題としてはそれぞれ今

言いました「自治と連携によるまちづくり」

の３つの課題、特にと思って私は上げたんで

すけども、その３つの課題というのは大事で

あるなあと、しかし、それがどういうふうに

進められ裏づけられていってるか、条件が拡

充されていってるか、土壌が耕されていって

るかが問題なんです。その点について再度の

説明を求めます。 

 それから、自立への財政基盤の確立の中で

気になりますのは、庁議とかいろいろ言われ

ております。確かにそういう協議によって行

政運営を相談されているということについて

は否定はしませんが、あくまでプロジェクト

チームも前々から言ってる内容なんですけど

も、本当はそれぞれの課題に向かって行政職

員が一体となって向かっていきながら日常業

務をこなせるような組織体制の確立いうこと

が今求められているんじゃないかなあと、こ

ういうふうに思いますので、その点でさら

に、またこれがこのことによっても行財政の

簡素合理化ができてるわけですし、住民ニー

ズにもこたえられると私は思うんですね。セ

クションが多かったらニーズにこたえにくく

なると、そういう意味で柔軟に対応できるよ

うな組織の確立、課題に向かってそれぞれが

チームに参加をしていただいて、行政を進め

る、そこに議会の同意を得ながら住民に協働

を呼びかけていく、それに土壌があるんじゃ

ないかと思うんですが、いかがかということ

です。 

 それから、収税管理についてはね、これ監

査委員の答えもちょっと、次のときに答えて

くださいな、実際に不納欠損、これ当たり前

かどうか。町もまだこれは答えてないんで

す。当たり前かどうかについてね。 

 やっぱりこれは大事なことで1,000万円、

国保と合わせたら2,000万円でしょう、

2,000万円超える。こういうものが軽々に不

納欠損にされるというのはもってのほかや

し、税の公平からも言っても許せないという

ことになるわけですので、それぞれの取り組

みについて、また、今後のかせがなかったら

あかんと思うんですが、その不納欠損に係る

取り組みと、安易にしない条件というものが

必要かと。債権については債権を確保するた

めの担保が必要だということになりますの

で、その辺も含めてですね、監査委員は監査

委員なりに、当局は当局として取り組む姿勢

をはっきりさせていただきたい。 

 それから、収税管理については非常に計算

上はしにくいと思いますが、実際に収税管理

室まで設けてやっていった割にはそれの効果

が期待できるような形ではないんじゃないか

と。費用対効果で、この場合は特に費用対効

果で見るべきでないかと思いますので、実際

に計算をして今後のこともありますから、休

日に徴収に行ったとか、これは普通当たり前

のことです。文書で催告をするとか、当然の

ことは当然にしながら、管理室組織はせっか

くつくったらそれに合うたような成果が上が

って当たり前だと私は思うとんです。そうで

ないんじゃないかと。だから、費用対効果で
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見た場合にどうなんですかと言ってるんで

す。 

 それまでには徴収員、嘱託員はいましたか

らね、今もいますし。さかいそういう点で、

室までつくって取り組んだ中に責任者を配置

してどうかなということがございます。 

 それから、入札制度は絶えず見直しが必要

だということでありますが、私はね町民の血

税で地元業者育成とかいろんなことを言いま

すが、町民の血税で建設業者だけを利するこ

とができない。もう今競争社会の中、当たり

前の話やと思うんですね。だから、透明性、

公平性を確保して競争性を確保すると、それ

が現実の社会の姿でないかと思いますので

ね。で、談合を防止することが結局は高値落

札を生み出さない取り組みでもありますし、

経費の節減にも結びつくんですから、もう毎

日のように改善しないといけない問題だと思

うんです。そういう点で、ぜひこれには適切

な答弁が得たいと思います。 

 それから、決算監査に対する留意事項に対

する取り組みも具体にはちょっとなかったよ

うに思うんです。答弁ありましたやろか、留

意事項について。先ほど読み上げたところで

す。だからそれはぜひ。町側もやっぱり意見

については今後取り組む方向として認識を

し、対応姿勢を示さないといけない問題だと

思うんですが、その点について説明を求めた

いと思います。 

 それから、委託の関係、評価のことはもう

既に述べられたんで、それを期待しながら、

さらに前進することを期待しておきたいと思

うんですが、委託料の関係ではね、ちょっと

こう聞いとっても、ちょっと分からない部分

があるんですが、技術者が今の機器によっ

て、コンピューター等によって非常に進んだ

高度なものになってきたから、今の技師では

間に合わへんと、こういうことを言われたん

ですかね。そのために研修をしようなんてい

うことなんかどうかは、その辺が分かりにく

いところなんですが、設計、測量ももちろん

そうなんですけども、設計もみずから行う、

そういうことによって管理監督もできるとい

うことになってまいりますので、できること

はすべて内部で対応する、そして研さんする

いうことが必要なんじゃないんですか。あな

た任せでは全然能力も上がらないし、監督能

力も上がらないと思うんですけど、そういう

点ではどう取り組まれるかっていうことが必

要です。これらのことについて再度説明を求

めます。 

○議長（熊谷直行） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） いろいろな住民の地

域ニーズを背景に子育てに対してどういう支

援を教育委員会として方向を出してるかいう

ことですけど、まず、幼稚園におきまして

は、預かり保育をより充実させていっており

ます。17年度からは、いわゆる１時間延長い

たしまして６時までとし、年間利用者数は

17年度においては延べ3,280人が利用いたし

まして、その利用者からは非常に効果に対し

ていい評価をいただいております。まず幼稚

園におきましてはそうでございます。 

 それから、学校関係におきましては、その

具体的な主なものだけ申しますと、まず、何

といいましても、小学校５年生を対象にした

自然学校だと思います。今の子供たちは、桜

井さんの質問の中にもご指摘がありましたよ

うに、いろんな体験が不足しております。そ

ういう意味におきまして、自然や地域の人々

と触れ合いを体験することによって豊かな感

性や思いやりが育っていってると思っており

ますし、それから、その子供同士でお互いに

知恵を出し合い協力することによって、子供

は人間的な触れ合いも子供同士の中での触れ

合い、あるいは自然との触れ合いにおいて力

をつけていってるように、そんなふうに、い

わゆる生きる力をつけていってるように理解

しております。 

 それから、中学におきましては、何と申し

ましても、トライやる・ウイークを中学２年

生において事業実施しております。これにつ

いては東西両中学で町内の83の事業団体、あ

るいは地域の人々のご協力をいただいて今実
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施しているところであります。 

 中学２年生で１週間、生徒の主体性を養う

体験活動をすることによって感謝の心やと

か、創造性やとか、自立性を高めることを一

つは目的にしております。 

 それからもう一つ、指導の中におきまし

て、ボランティア的なことも子供の体験の中

でさせまして、できる限り将来の子供の生活

と結びつけていきたいと、こんなふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） いろいろとご質問をち

ょうだいいたしておりますが、私自身は、や

はり今の行政執行におきましては町民の皆さ

んとともに、また町民、議会、行政、ともに

考え合わせながら意見をすり合わせ執行して

いかなければならないと、このように思って

おりますが、そうした中でどうするかという

ことになりますと、先ほども若干触れさせて

いただきましたが、皆さん方との対話という

のを重要視していかなければならない、この

ように思っております。 

 17年度取り組みを進めていこうと思ってお

りましたんですが、私の不徳のいたすところ

でいろいろな問題が発生し、避けた方がいい

んではないかということで、本年度からそう

した取り組みをさせていただいております。

徐々に規模を広げていきたいと、このように

考えております。 

 その中で、やはりそうした問題解決、また

住民の皆さんのニーズ等々も吸収できるんで

はないかと、そして、行政に反映していける

んではないかと、このように考えておりま

す。 

 そうした内容等は一気には芽を吹くもので

はないと思いますが、そうした中で各種審議

会等にも町民からの公募で募集させていただ

き、参画していただいているという現状でご

ざいます。徐々にそうした体制に持っていき

たいと、このように考えます。 

 それから、検診関係の件ですが、やはりこ

れは医療機関と十分に協議をし、そして、ト

ラブルのないように持っていかなければいけ

ないと、このように考えます。そうした点を

やはり医師会と十分協議させていただき、で

きる限り町民の皆さんがどこででも医療機関

で受診ができるような方向に考えていきたい

なと、このように思います。 

 そしてまた、いろいろな施策の独自の支援

策でございます。この件につきましては保育

料減免、また介護等々、いろいろとちょうだ

いいたしましたんですが、私は一気にこうし

た件について対応できる時代ではないと、こ

のように思います。 

 新聞も私も購読させていただきました。そ

の中で太子町の規模からいきますと、今の財

政とにらみ合わせながらそうした施策は講じ

る必要があるんではないかと。そしてまた、

十分なる財政的な面の対応もしておかなけれ

ばならないと、このように考えます。 

 本年は、やはり統廃合等々もやり、そして

子育て支援の方向で財政の投入をさせていた

だいたところでございます。そうしたいろい

ろな面につきましては、できる点から手をつ

けさせていただきたいと、このように考えま

す。 

 そうした中での町民の皆さんとの信頼関係

ということもちょうだいいたしましたが、そ

うした土壌といいますのは、冒頭申し上げま

したように、町民の皆さんとの対話が一番に

必要ではないかと、このように思います。そ

うした中で、やはりいろいろな住民の皆さん

の中からも見識を持った方もいらっしゃいま

す。そうした方のニーズも、またご意見も聴

取させていただき参画をしていっていただき

たいと、このように考えます。 

 今度は次に、不納欠損等々の件でございま

すが、私自身も不納欠損は本当は起こしては

ならないというのは十分に承知いたすところ

でございますが、今現在不納欠損処理をさせ

ていただいておりますものは、居所不明の方

がほとんどでございます。それまでの対応は

徴収業務等々でもいろいろとさせていただい
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ておりますが、なかなかつかめない点もござ

います。できるだけ不納欠損を起こさないよ

うにということで債権確保等も実施しており

ますが、最終的にどうしてもこうした居所不

明というようなことで処理し、また処理させ

ていただき、破産等々で対応する面もござい

ます。しかし、極力これは避けていきたい

と、少なくしていきたいと思います。それは

やはり、後の収税管理等々にもつながってく

るんではないかと思います。収税管理の段階

でいろいろそうした対応をしておりますと、

この不納欠損も少なくできるんではないか

と、このように考えております。 

 また、費用対効果の件で収税管理室の強化

ということもご指摘をちょうだいしたところ

でございますが、私自身、今収税管理室を起

こし、職員を４名配置いたしておるところで

ございまして、徴収業務におきましては嘱託

の皆さんにお願いいたしております。そうし

た中で、やはり充実しなければいけない点は

考えていきたいと思いますが、この問題につ

いても県税との関連もあわせ、今後そうした

収税方法については体制づくりを鋭意私自身

も勉強し、できるだけ自己財源を確保できる

ような体制づくりに努力していきたいと、こ

のように思います。 

 そして、次に入札制度でございますが、こ

の件につきましては冒頭申し上げましたよう

に、太子町は、私自身は進んだ取り組みをさ

せていただいておると、このように思ってお

りますが、いかんせん、こうした談合問題、

もういろいろと言われております。こうした

問題が発生しないようにといいますと、行政

がどこまで介入できるか、難しい点もござい

ますが、入札制度自体の根本的な見直し、ま

た取り組み等々も抜本的に見直さなければい

けないと、このように考えます。この件につ

きましても私自身も、また職員自身もいろい

ろなそういう検討会等々にも参加し、考えさ

せていただきたいと思います。 

 それから、委託料についてでございます

が、今の職員がどうと、どうこうのという問

題ではございませんが、逆にいろいろな今機

械等が、計測器等々が使用され、また広範囲

の測量等にもなってきております。そして、

精密度といいますかね、そうしたことも要求

されてきております。そうした中でのそうし

た機器の購入等々を考えますと、やはり委託

でやる方がベターではないかと、このように

思い、先ほどご答弁をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 個々の課題につきましては、それぞれの部

長の方から回答させていただきます。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 代表監査委員。 

○代表監査委員（改發一郎） 先ほど桜井議

員の方から監査委員としてのこの不納欠損と

収税対策室でしたかね、これについての所見

を述べよというご質問でしたが、今町長の方

からもお話ございましたように、この不納欠

損につきましては私どもも毎月の例月出納検

査で、検査のたびにですね、不納欠損になる

ような要素のあることについて説明を求めて

ます。資料も提出していただいて、なぜこう

いったことが残っていくんだと。 

 いろいろと原因はあるんですが、中にはこ

れはどうしようもないというケースもござい

ます。また、もう少し努力して徴収しとれば

ですね、不納欠損にならなかったものもある

んじゃないかといった意味でいろいろあるん

ですが、特に軽自動車あたりですね、これ放

置して他県へ行ってしまったと、こういうよ

うなものについてはですね、なかなかそれを

追跡して徴収するいうのは難しいと。また、

仮に徴収するにしても1,000円の金を集める

のに5,000円も6,000円もかかると、こういっ

たケースもございます。だから、これはケー

ス・バイ・ケースでいろいろあるんですが、

この不納欠損自体がですね2,000万強という

ことになりますと、やはり大きな金額になっ

ております。やはり徴収の努力なくして時効

が来たから落とすと、こういうようなことが

あっては絶対ならないと、こういうことで税

務課長なりにでもですね、いつも例月出納検
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査では言っております。 

 それとまた、この中にもですね、本当は不

納欠損でですね落としとかないかんというも

のが中にはあるわけです。いつまでもこれを

この数字の中にほっとくのもどうかというこ

とも指摘をしております。いろいろ事情があ

ってですね、これは今の段階では不納欠損に

なっておりませんけど、将来必ず不納欠損に

なるだろうと、こういったものもございま

す。これは時期を見てやられると思いますけ

ども、これは監査委員としていつやれとかと

いうあれはございませんので、これは担当の

方にお任せするしか仕方ないと、このように

考えております。 

 それから、今町長の方からもお話ございま

したが、収税対策室でございますが、２年目

になりましてですね、私も当初期待をいたし

ておりました。ただ、今年度はその効果があ

ったかどうか分かりませんが、徴収率が10年

ぶりにアップしとると、わずかではあります

が、0.2％アップしたと。これは確かにこの

収税対策室のですね設置のあらわれだと。私

はなかなかその中身まで分析する時間もござ

いませんでしたので、やっておりませんが、

これは確かにその収税対策室の設置した効果

のあらわれだなと。10年間も徴収率が下がっ

てたのをですね、ここへ来て上がったという

ことはですね、ほかにもいろんな大きな原因

があるか分かりませんが、この対策室の設置

も一つの大きな原因だと、このように思って

おります。 

 また来年度、もう少ししたらこの効果があ

らわれてくるんじゃないかと、このように考

えております。またそれを期待しておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 助役。 

○助役（八幡儀則） 施策の内容について、

いわゆる主要施策の課題や取り組み等につい

てというようなことでございますが、これに

つきましては議員ご案内のように、太子町で

は、太子町ではというよりは、世間一般もそ

うなんですが、少子化対策等言われておりま

す。そういったところの課題を受けて６つの

柱であります「健康でいきいきと暮らせるま

ちづくり」の一つの柱の中では、障害者支援

事業、生活習慣病感染症予防事業、介護保険

事業、幼稚園での預かり保育事業、学童保育

園事業等を行ってきました。 

 また、２つ目の柱として「豊かな人間性と

創造性を育むまちづくり」としての事業でご

ざいますが、これにつきましてはトライや

る・ウイークの実施、あるいは学校園施設整

備、コンピューター教育の推進、のじぎく兵

庫国体に向けた施設、備品整備や啓発活動等

に取り組んでまいりました。 

 ３つ目の柱でございます「安全で快適に暮

らせるまちづくり」につきましては、やはり

安全、安心のまちづくりというのは非常に大

事なものでございますので、そういったもの

で毎日使われる水というところでの老原高度

処理浄水場の整備、消防車両の更新、防災施

設や機器の整備、下水道の整備等を取り組ん

でまいりました。 

 また、「豊かな緑にいだかれた活気あふれ

るまちづくり」としましては、農地保全に向

けた地域用水機能増進事業、ため池整備事業

の推進、土地改良事業、商業サービス等の充

実等を取り組んでまいりました。 

 また、５本目の「美しい景観に機能性を備

えたまちづくり」といたしましては、道路網

の整備、総合公園等の整備、コミュニティバ

スの運行、緑化推進等を取り組んできたとこ

ろでございます。 

 最後の「自治と連携による力強いまちづく

り」につきましては、コミュニティー施設整

備事業、新システム導入を進めた電子計算機

運営事業等を重点施策として取り組んできた

ところでございます。 

 決算監査意見につきましては各部長から答

弁をいたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（熊谷直行） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） それでは、今
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助役の方からございました各特別会計につき

まして述べたいと思います。 

 まず、介護保険特別会計でございますが、

これにつきましてはご意見をちょうだいいた

しました。 

 これからの将来予測ということを十分加味

して財政計画を立てて安定をした健全財政が

維持できるようにというご意見をいただいて

おりますが、まさしくそのとおりでございま

す。 

 この法改正によりまして、支援サービス利

用者につきましては過剰なサービスを抑制を

し、サービス利用者の介護度が上がらないと

いう手だてが肝要かということで、介護予防

の視点に立ったプラン、ケアプランを作成を

するということでございます。 

 また、支援サービス利用者の一歩手前の、

俗に言います虚弱高齢者につきましても、当

然予防事業について現在は社会福祉協議会に

も委託をいたしておりますが、そういった予

防ということに力点を置いて積極的な推進を

しつつ、毎年の見直しを行って安定的な財政

を維持できる、そういうふうにしたいという

ふうに思います。 

 また、国保会計でございますが、これらに

つきましても収納対策といいますのは当然最

重要な課題でございまして、現在も取り組み

をいたしておりますが、さらに、滞納者には

戸別訪問、納税相談等を頻繁に行いまして、

納税により一層の理解を求めていきたいとい

うふうに考えます。 

 また、長期滞納者に対しましてはこれまで

以上に滞納対策を強化しまして、資格証明や

短期保険者証の発行などを通しまして納税意

識の向上に鋭意努めていきたいというふうに

思います。 

 こういった医療保険制度の趣旨、これはも

う目的税であるということでございますの

で、滞納者に正しい認識をしていただくとい

うことが大事でございますので、納税の公平

性、また滞納が保険税率に大きくかかわると

いったことを滞納者には厳しく申し上げて対

応したいというふうに思います。 

 それから、老健の特別会計でございます

が、健康の対策、福祉の対策ということでご

意見をちょうだいいたしております。もうそ

のとおりでございます。 

 高齢社会が進展する中で、国の方も健康事

業といったことを盛んに申しまして、先の通

常国会におきましても、平成20年４月からの

後期高齢者を対象としました新たな医療制度

というのを創設が決まっております。この新

制度をにらみましても、やはりそういった健

康事業につながる施策の展開というのがます

ます重要になってこようかと思いますので、

十分私も国の新制度を読ませていただいても

そのとおりというふうに考えております。監

査委員さんのご意見のとおりでございます。

大きな課題でもございますが、この大きな方

向といいますか、方策につきましては鋭意努

力をしていくということで、保健事業に積極

的に取り組むということでご理解をいただき

たいというふうに思います。 

 墓園会計がございます。これもこれまでも

お答えをしていたように思いますが、広報等

を通じましてＰＲに努めていきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） それでは、私

の方から下水道特会につきまして説明させて

いただきます。 

 下水道事業では収入未済、不納欠損の減少

のため職員や徴収専門員によりまして戸別訪

問の強化により下水道使用料の回収に努めた

いということでございます。 

 また、水洗化されていない皆様には現状や

理由等をアンケート調査を実施しまして、接

続率の向上を努めたいということでございま

す。 

 前処理場事業特会につきましては、監査委

員さんの意見を踏まえ、処理施設の維持管理

に努めていきたいというふうに考えておりま

す。 
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 水道事業につきましては、人の健康、安全

に直結する事業でありますので、当然のこと

ながら町民の健康保護、衛生管理を第一義と

して、安全で安心して飲める水の安定供給を

通じて町民の暮らしを支え、公共の福祉の増

進につながるよう引き続き努力していきたい

というふうに考えております。 

 また、公営企業会計は独立採算を原則に経

営されていることから、能率的な経営が求め

られておりますので、監査委員さんの意見に

ありますよう、健全経営の維持と経済性の発

揮に努め、施設の整備と管理の取り組みと料

金の適正化との兼ね合いを考え、調和のとれ

たものになるように努めていきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） それでは、一般

会計における決算監査意見につきましてです

が、監査意見、ご指摘のとおりの決算状況で

ありまして、本町の財政運営がすぐさま好転

する材料は見当たりませんが、特に投資的事

業については急を要するもの以外は極力抑制

していきたいと考えております。 

 今後の取り組みにつきましては、先ほど町

長の方も申し上げましたように、行政改革を

しっかりと進め、税収の確保に努め、地道な

財政運営に努めていくということでございま

す。 

○議長（熊谷直行） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 今それぞれ説明がございま

したので、これ以上私は言うのは控えます

が、ちょっと監査委員がおっしゃった、これ

は、それから国保の関係のこと等はちょっと

言っとかないといけないなと思いますので言

いますけれども、不納欠損、もう既に不納欠

損になって当たり前のようなことが存在をし

ていて、後に不納欠損処理が行われるだろう

と、こういうようなことですわね。 

 だから、これは実際債権確保等、とにかく

軽自動車で、今おっしゃるような軽自動車で

居所が不明になってもて、どうにもならんい

うのは確かにあると思いますが、そのほかの

ことであれば対応ができる、日常不断な形を

とっておればそれは対応ができるようなこと

でも、これまでにはできていなかった問題が

整理をされてするということが大事になるん

ですけど、私は税の公平からいうたら絶対に

不納欠損で処理をしてしまうようなことが繰

り返し行われるようなことがあっては、もう

全くあかんと、これまでにも規模の大きいの

は3,000万円に近い不納欠損処理いうのがあ

りました。だけども、やはりごね得がまかり

通るようなことはやってはならないし、もし

それがあるようでしたら、それはもうそれこ

そ監査物だと思う。監査が監査をしなければ

ならないことになる問題だと思うんですが、

そういう点を含めてしっかりと監査をいただ

きたいなと思うんですけども、その点につい

て再度監査委員に伺っておきたいと思いま

す。 

 それから、国保会計とか水道事業の健全化

の問題について、あわせて料金の適正化に走

るような答弁、おかしいと思うんですがね。

本当に健全な運営をどうするかということの

中で料金問題も出てくる可能性はありますけ

れども、どう財政運営を行うか、経費の節減

をやってどうするかということの方が肝心な

んですよ。 

 それから、国保の場合も、制度があるから

といってペナルティーを科すような形で徴収

に努めることもどうかと思いますし、そこら

辺も含めて、対応がそういう強権発動に結び

つくような形でしかないんじゃないかと、そ

れから、町民を脅すというようなことになっ

てしまうような対応ではないかと。もともと

血の通ったというようなことは違うと思うん

ですよ。住民に極力負担をかけない施政運営

ちゅうのは大事やと思ってますので、私はた

だしてますよ。そのためにこういう長々と言

ったり、いろいろ質問したりしているのは、

町民の血税がいかに有効に、本当に町民のた

めに使われるかという立場です。それがなか

ったらわやくちゃになってしまうんで、その
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点も言っておきたいと思います。それらにつ

いて所見があったら答弁を求めます。 

 それから、私はですね、今行政ずっと進め

てきて、今後のまちづくりを進める上でも基

本構想、基本計画、ほいで、凍結すべきは凍

結をしたりいうようなことも説明があるんで

すけれども、基本的には本当に何をやって、

何をどういう施策を推進をして、どういう施

策を本当に後ろへやってもいいなというふう

なことを真剣に考えないといけない。それを

住民が参加した中でいろいろやっていくとい

うことが大切だなあと私は思うんですけど

も、間違ってますか。それの対策はどういう

ふうに講じられますかということが伺いたい

ことであります。 

 今のままでいきますと、私は単独自立をこ

ういうふうに進めてきて、自立とは負担を強

いり、サービスを引き下げ、切り捨てを強行

してですね、小泉政治やないですけれども、

痛みに耐えていたら楽になると、後々。こう

いうことを説いてきながら、今どうですかと

いえば、小泉政治は負担をさらに強いる、結

局は負担の先に楽があるどころか、激痛、痛

みどころか、もう激痛が走るような状況が生

まれている。それが地方の財政にも住民にも

影響を与えてきているのが今日ではないかと

思うんですが、同じようなことと、少々は違

いますけれども、自立は無理で合併へ誘導し

ようとしているような行政姿勢ではないかな

あと思ったりするんですよ。それは私だけで

はないんです。そういう意図が伺えるという

人がやっぱり住民の中にございます。 

 そういう点から、私もそれを危惧するわけ

でございますので、負担を次々強いたりする

ようなこと、それで、太子町であるからこそ

できるようなことをどんどん推進するような

姿勢に立ってこそ単独自立の取り組みが真剣

に行われているというふうに映るんでないで

すか。映るというよりも実態として見えるん

じゃないですか。そうすることによって、太

子町にずっと住み続けたいとおっしゃる町長

の姿勢にも結びつくんじゃないかと思うんで

すが、その点いかがですか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私自身は合併というよ

うなことは毛頭考えておりません。そうした

中での取り組み、やはり今現在、いつも申し

上げております財政との、また施策との兼ね

合い、それはやはり総合計画、実施計画等々

の中での取り組みでございます。その中で、

やはり今何を優先さすべきかというふうなと

ころは十分に考え合わせながら、そうした判

断をしていきたいと、このように思います。 

 そして、先送りする事業といいますと、や

はり皆それぞれが目的を持った事業でござい

ますので、どれを優先さすかというような点

はなかなか難しい問題であろうと、このよう

に思いますが、そうしたところはやはり住民

の皆さん、また議会の皆さんともご相談をし

ながらやっていきたいと、このように思うと

ころでございます。 

 しかしながら、先ほど来出ておりますよう

に、先ほども決算の中で出ておりました。今

すぐに対応、もし予算が不足しておるという

件につきましても、やはり本当にどうしても

それが後々大きな問題を残すと、影響を与え

るというようなことになりますと、他の予算

からの流用なり、また先食いをするなり、そ

うしたことも考え合わせ、やらないといけな

いところはやるということでございますの

で、そうした面は私は慎重に対応しながら、

そうした決断もするべきとこはしていきたい

と、このように思います。 

 以上です。 

○議長（熊谷直行） 代表監査委員。 

○代表監査委員（改發一郎） 先ほどの桜井

議員の再度のご質問といいますか、ご指摘な

んですが、不納欠損、本来なら不納欠損に既

になっておるだろうと、こういうのがまだ残

っていると私申しましたが、これはもう10年

も15年も前からのそういったものがございま

す。ただ、これが100％、もう不納欠損かと

いえば、そうでもなくて99％不納欠損になる

だろうと、１％ぐらいの可能性はあるだろう
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ということで、これは今まで不納欠損になら

ずに残してあると、こういうことらしいんで

すね。こういうようなものも、私は指摘した

ときに言ったんですが、とりあえずはこうい

うようなものを置いてみたって、入ったとき

には、何も不納欠損にしたからいうことでこ

れで終わりじゃなくてですね、不納欠損に一

応処理をしといて、それから、また入った場

合は雑収入なり諸収入なり、何なりと受け入

れしたらいいんだから、とりあえずこれをこ

のまま帳簿に残しておくのもどうかなという

ことをですね担当にお話はしております。 

 ただ、100％可能性がないということじゃ

ないということなので、それじゃもう少し様

子を見てみるかということで置いておるのが

実はございます。名前はちょっとこの場では

申しませんけども、そういったケースもござ

います。 

 やはり時効になったからと、そういうこと

だけはですね、控えてもらいたいと、こうい

うことはいつも言っております。 

 以上でございます。 

○議長（熊谷直行） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっと監査委員が言われ

たことを当局どない、どんなことをしとん、

今まで。結局は。 

 その、１％は入るかもわからんと、まあま

あ100と一緒やわね。それ、収入未済の中に

何ぼあるんですか。何件何ぼ。それに対して

どないしようとしとんですか。それで、それ

までどうして取り組んできたか、そら説明い

ただかんと、これちょっと終わられへん。そ

れは少なくともきちっと説明をしてもらわな

いといけないなと思います。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 監査委員さんの今の答

弁でございますが、監査委員さんとしては、

いつまでも、どういいますか、滞納滞納で置

いていきますと、滞納額がかさむばかりとい

う思いがあっての答弁ではないかと、このよ

うに思いますが、やはり私ども公務員といた

しましては、時効ぎりぎりまでそうした、た

とえ１％でも可能性というのはその努力をし

なければならないと。そして、どうしてもと

いうときはその法的な、法にのっとった措置

をさせていただくのが我々の務めでございま

すので、この点は誤解のないようによろしく

お願いいたします。 

○議長（熊谷直行） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 何ぼで、何件何ぼでどない

なってんのや、氏名上げてもええと思うんで

す、そういうような公表しても。え、分から

ん。何件何ぼ言いよんで、私は何件何ぼいう

て当局知っとったらそれだけでも言わなあか

んがえ。それへの取り組みと、時効を待つい

うこともおかしいというて今まで言うてきと

うからね。当然対応すべきことがあって、そ

して不納欠損を生み出さないというのは当た

り前の話やし、収入未済を徴収するのに努め

るということが当たり前の話やから、これま

でにも言ってきたし、それ、税の公平の問題

からも、そらきちっとしとかなんだらいけな

い問題なんですよね。だから、そこらをしっ

かり整理をして言ってもらっておかないとい

けないんで言うとんです。 

 ここでの公表がおかしかったら、委員会で

きちっと説明いただくなりの答弁をいただい

ておきましょうか。 

○議長（熊谷直行） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私が申し上げておりま

すのは、そうした点については十分に把握は

いたしておりません。先ほど申し上げました

のは、たとえ１％でもその効力が残っておる

んであれば、やはり不納欠損処理に値する件

ではございませんので、そうした措置は私は

逆に、たとえ１％でも納税努力をせよという

指示しかないと、このように思っておりま

す。 

 件数等々は私は把握しておりませんので、

その点よろしくお願いいたします。 

○議長（熊谷直行） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私は時効処理を、時効を待

つというような姿勢は絶対許されんと思いま

すし、また、不納欠損に至らんような対応い



－114－ 

うのも当然だと思うんです。 

 しかし、そういう内容はしっかり整理して

おかないと、今の監査委員のような形になり

ますと、当然もう入ってこないような形のも

の、ほいで、税の公平確保いうのは絶対です

からね。そういう意味もありして言っている

わけです。血の通った行政で税務行政やらな

いといけないということも言っておいて、総

括質疑を終わりたいと思います。 

○議長（熊谷直行） 以上で16番桜井公晴議

員の総括質疑は終わりました。 

 これで総括質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会議は議事の都合により、これで延

会したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（熊谷直行） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決

定しました。 

 次の本会議は９月11日午前10時から再開い

たします。 

 なお、９月11日の本会議は、改めて開催通

知はいたしませんのでご了承願います。 

 本日はこれで延会します。 

（延会 午後３時09分） 

 

 


